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治
安
警
察
法
第
十
七
条
適
用
の
背
景
と
底
流

　
　
ー
『
陸
軍
省
　
密
大
日
記
』
を
手
が
か
り
に
ー

中

村

勝

範

治安警察法第17条適用の背景と底流

一
、
問
題
の
所
在

二
、
治
安
警
察
法
第
十
七
条
適
用
基
準
へ
の
衝
撃

　
　
－
海
軍
省
、
司
法
省
の
積
極
的
働
き
か
け
i

三
、
衝
撃
の
深
化
と
内
務
省
の
反
鷹

　
　
ー
内
務
省
に
よ
る
擦
り
合
わ
せ
と
陸
軍
省
へ
の
影
響
－

四
、
結
　
　
語

一
、
問
題
の
所
在

　
治
安
警
察
法
第
十
七
条
第
二
項
は
、
労
働
者
の
同
盟
罷
業
を
禁
止
す
る
法
律
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
原
内
閣
成
立
以
後
、

折
か
ら
の
大
衆
運
動
の
興
隆
す
る
中
で
、
同
盟
罷
業
が
活
発
化
し
、
そ
の
数
は
次
第
に
激
増
し
、
新
時
代
を
色
づ
け
た
．
大
正
八
（
一
九
一

九
）
年
の
同
盟
罷
業
の
件
数
は
大
正
期
中
最
多
で
あ
っ
た
が
、
一
月
か
ら
八
月
ま
で
の
間
に
当
該
条
項
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
は
稀
有
で
あ

1
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っ
た
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
在
っ
て
無
き
が
ご
と
き
観
を
呈
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
評
論
家
の
中
に
は
当
該
条
項
は
「
抜
か
ぬ
太
刀
」
も

し
く
は
「
死
ん
だ
法
」
と
い
う
者
が
い
た
が
、
政
府
は
こ
れ
を
絶
対
に
適
用
し
な
い
と
は
断
言
し
な
か
っ
た
．
絶
対
に
発
動
し
な
い
法
律

で
あ
る
な
ら
ば
廃
止
す
る
。
廃
止
せ
ず
存
置
す
る
と
い
う
こ
と
は
適
用
す
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
政
府
は
同
盟
罷
業
が
頻

発
す
る
中
で
、
控
え
目
な
が
ら
こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
た
と
え
ば
小
橋
一
太
内
務
次
官
は
、
労
働
組
合

も
健
全
な
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
組
織
さ
れ
る
こ
と
は
寧
ろ
歓
迎
す
る
と
し
た
上
で
、
当
局
に
お
け
る
治
安
警
察
法
第
十
七
条

の
条
文
解
釈
は
時
勢
に
伴
う
べ
ぎ
も
の
で
、
労
働
者
が
自
己
の
利
益
の
た
め
に
集
合
し
、
ま
た
は
同
志
と
糾
合
す
る
行
為
は
当
該
条
項
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

該
当
せ
ず
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
「
関
係
者
以
外
の
者
が
煽
動
又
は
誘
惑
せ
る
場
合
の
み
第
十
七
条
を
以
て
処
断
せ
ん
と
す
」
と
し
て
い

た
。
同
次
官
は
つ
づ
け
て
、
現
内
閣
は
進
歩
的
で
あ
り
、
同
盟
罷
業
に
対
し
て
も
、
そ
の
主
張
が
適
当
か
つ
手
段
穏
当
で
あ
る
限
り
圧
服

す
る
意
志
は
な
い
、
と
原
内
閣
の
進
歩
性
を
自
画
自
賛
し
て
い
た
。
小
橋
内
務
次
官
は
穏
当
適
当
な
同
盟
罷
業
で
あ
る
限
り
、
原
内
閣
は

こ
れ
を
「
圧
服
せ
し
む
る
が
如
き
意
志
な
し
」
と
そ
の
進
歩
性
を
宣
伝
し
つ
つ
、
衣
の
下
か
ら
但
し
同
盟
罷
業
は
無
条
件
で
容
認
す
る
も

の
で
は
な
い
、
と
い
う
鎧
を
ち
ら
つ
か
せ
て
い
た
。

　
小
橋
内
務
次
官
の
発
言
内
容
と
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、
時
期
的
に
は
三
週
間
余
り
後
に
、
内
務
省
の
治
安
警
察
法
第
十
七
条
に
関
す
る

見
解
が
報
道
さ
れ
て
い
た
．

2

「
政
府
は
一
工
場
に
於
て
労
働
組
合
を
組
織
す
る
為
其
工
場
が
友
僚
を
懲
漁
糾
合
し
、
又
は
同
盟
罷
丁
を
発
起
す
る
が
如
ぎ
場
合
に
は
之
に
対
し
て
第

十
七
条
の
『
誘
惑
煽
動
』
云
々
の
条
文
を
適
用
せ
ざ
る
方
針
な
る
も
工
場
外
の
者
が
同
様
の
行
為
を
為
す
場
合
に
は
誘
惑
煽
動
の
各
項
に
当
嵌
め
て
処

分
す
べ
し
即
ち
其
意
は
一
工
場
内
の
問
題
は
其
工
場
所
属
の
職
工
を
し
て
勝
手
に
解
決
せ
し
む
べ
き
本
．
の
で
、
知
識
階
級
其
他
第
三
者
の
之
に
容
啄
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

干
与
す
る
こ
と
を
厳
禁
し
て
居
る
の
で
あ
る
」

外
部
か
ら
の
同
盟
罷
業
へ
の
誘
惑
煽
動
は
治
安
警
察
法
第
十
七
条
に
よ
り
「
厳
禁
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
工
場
内
に
お
け
る
労
働
者
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同
士
が
同
盟
罷
業
を
発
起
し
て
も
当
該
条
項
を
適
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
中
で
も
従
来
常
に
附
加
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
ウ

て
、
外
部
か
ら
の
誘
惑
煽
動
に
よ
る
同
盟
罷
業
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
当
該
条
項
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
は
稀
れ
に
あ
っ
た
．
し
か
し
な

が
ら
当
該
条
項
が
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
圧
倒
的
多
数
の
同
盟
罷
業
に
は
実
際
に
外
か
ら
の
誘
惑
煽
動
が
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
外
か

ら
の
誘
惑
煽
動
が
あ
る
場
合
も
治
安
当
局
が
意
識
的
に
見
逃
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
そ
こ
の
点
は
不
明
で
あ
る
．
な
に
は
と
も
あ
れ
同
盟

罷
業
が
拡
大
の
一
途
を
た
ど
る
の
は
当
該
条
項
の
適
用
が
稀
れ
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
最
大
の
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
労
働

老
の
中
に
は
仮
り
に
外
か
ら
同
盟
罷
業
の
た
め
の
煽
動
誘
惑
を
す
る
者
が
無
か
っ
た
と
し
て
も
、
一
工
場
内
に
お
い
て
友
僚
を
從
心
懸
糾
合

す
る
こ
と
に
よ
り
同
盟
罷
業
に
突
入
す
る
と
い
う
件
数
は
激
増
し
、
治
安
警
察
法
第
十
七
条
は
無
き
に
等
し
い
状
態
に
あ
っ
た
．
そ
の
中

に
あ
っ
て
堀
江
帰
一
は
、
内
務
官
僚
は
当
該
条
項
を
適
用
し
な
い
こ
と
を
以
て
功
名
の
ご
と
く
吹
聴
し
て
い
る
が
、
将
来
に
渡
り
．
同
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
態
度
を
持
す
る
を
得
る
か
否
か
疑
わ
し
い
、
と
指
摘
し
て
い
た
．
は
た
せ
る
か
な
、
大
正
八
年
八
月
の
東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

結
果
、
抜
か
ぬ
太
刀
が
抜
か
れ
、
多
数
の
労
働
運
動
指
導
者
が
当
該
条
項
の
適
用
を
受
け
た
。
同
盟
罷
業
に
対
す
る
政
府
の
方
針
が
一
変

し
た
の
で
あ
る
。

　
多
数
の
労
働
者
が
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
適
用
を
受
け
た
時
、
間
題
に
な
っ
た
の
は
、
政
府
の
同
盟
罷
業
に
対
す
る
取
締
り
方
針
の

一
変
と
い
う
点
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
田
中
義
一
陸
相
は
、
労
働
者
が
同
盟
罷
業
を
打
ち
切
る
際
、
そ
の
潔
い
態
度
に
感
じ
、
陸
相
も
ま

た
「
誠
意
」
を
示
す
と
し
、
一
言
に
し
て
い
え
ば
労
働
者
を
処
罰
し
な
い
か
の
ご
と
き
発
言
を
し
た
．
陸
軍
省
官
房
も
ま
た
同
様
な
言
明

を
し
た
。
労
働
者
も
陸
相
も
、
互
い
に
そ
の
赤
心
を
相
手
の
腹
中
に
置
い
て
和
解
し
た
か
の
ご
と
く
見
え
る
．
同
盟
罷
業
が
始
ま
っ
た
当

初
か
ら
、
そ
の
指
導
者
を
検
挙
す
べ
し
と
積
極
的
取
締
論
者
で
あ
っ
た
石
光
真
臣
憲
兵
司
令
官
も
、
陸
相
と
労
働
者
側
と
の
妥
協
が
成
立

し
た
時
、
今
回
は
手
を
つ
け
な
い
が
次
に
は
容
赦
な
く
検
挙
す
る
、
と
語
っ
て
い
た
．
こ
こ
に
お
い
て
も
寛
容
が
み
ら
れ
た
か
の
ご
と
く

思
わ
れ
た
。
し
か
る
に
憲
兵
隊
及
び
検
察
庁
は
、
労
働
者
と
陸
相
の
和
解
の
直
後
か
ら
労
働
運
動
の
指
導
者
を
収
監
し
始
め
、
そ
の
収
監

は
半
月
に
渡
り
継
続
さ
れ
た
．
陸
軍
省
の
「
誠
意
」
は
反
古
に
さ
れ
、
労
働
者
は
裏
切
ら
れ
た
。

3
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東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
の
経
過
と
、
こ
れ
に
た
い
す
る
官
憲
の
取
締
の
実
態
に
つ
い
て
は
既
に
概
略
論
じ
た
が
、
な
お
こ
こ
で
一
、

二
補
稿
し
た
い
。
ま
ず
第
一
点
は
、
東
京
砲
兵
工
廠
同
盟
罷
業
に
先
立
ち
、
同
廠
会
計
課
計
算
係
事
務
員
に
よ
る
増
給
請
願
が
あ
っ
た
こ

と
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
大
正
八
年
七
月
四
日
、
上
記
事
務
員
二
十
四
名
は
新
入
社
員
の
新
任
給
与
の
昇
額
に
比
例
し
た
既
任
者
の
増
給

請
願
を
宮
田
太
郎
東
京
砲
兵
工
廠
提
理
に
差
出
し
、
も
し
却
下
さ
れ
た
場
合
は
労
働
者
二
万
五
千
人
の
給
料
計
算
の
際
同
盟
罷
業
を
な
す

　
　
　
　
（
5
）

と
決
議
し
た
。
結
果
は
不
明
で
あ
る
。
第
二
点
と
し
て
、
七
月
二
十
九
日
の
同
工
廠
労
働
者
の
賃
上
要
求
も
想
起
し
て
お
き
た
い
．
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

者
が
賃
金
と
勤
務
時
間
外
労
働
手
当
の
増
額
を
求
め
、
失
敗
し
た
が
．
こ
れ
が
小
石
川
労
働
会
結
成
へ
連
結
す
る
こ
と
は
既
に
論
じ
た
が
、

第
三
点
と
の
関
係
に
お
い
て
想
起
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
第
三
点
と
し
て
陸
軍
省
の
罷
業
対
策
の
決
定
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た

い
。
こ
の
決
定
は
七
月
の
何
日
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
前
述
第
一
の
計
算
事
務
員
の
増
給
請
願
以
後
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
が
、

第
二
の
労
働
者
の
賃
上
要
求
以
前
に
罷
業
対
策
が
決
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
全
国
に
渡
る
労
働
争
議
の
多
発
に
た
い
し
、
陸
軍
省
の
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

働
者
が
同
盟
罷
業
に
感
染
す
る
の
を
防
遇
す
る
方
法
を
左
の
よ
う
に
定
め
た
と
い
う
。

　
一
、
不
当
の
要
求
は
一
切
取
上
げ
ざ
る
事
．

　
二
、
党
与
を
糾
合
し
不
穏
当
の
行
為
に
出
で
ん
と
す
る
者
は
総
て
懲
戒
的
に
免
職
す
る
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
マ
レ

　
三
、
万
一
同
盟
罷
業
を
企
る
場
合
は
関
係
者
全
部
を
断
然
解
雇
し
仮
令
一
時
作
業
の
停
止
を
見
る
も
敏
て
辞
せ
ざ
る
事
。

　
こ
の
対
策
に
お
い
て
陸
軍
省
は
、
不
穏
当
な
行
為
を
な
す
者
は
懲
戒
免
職
に
す
る
と
か
、
同
盟
罷
業
を
企
図
す
る
場
合
関
係
者
を
解
雇

す
る
と
は
し
た
が
、
後
日
の
陸
軍
省
通
牒
の
よ
う
に
治
安
警
察
法
第
十
七
条
を
適
用
す
る
と
は
し
て
い
な
い
。
死
ん
だ
法
律
と
ま
で
い
わ

れ
て
い
た
治
安
警
察
法
第
十
七
条
ま
で
あ
と
一
歩
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
接
近
し
な
が
ら
敢
え
て
当
該
条
項
を
こ
こ
に
挙
げ
て
い
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
陸
軍
省
の
罷
業
対
策
は
当
該
条
項
の
復
活
と
内
容
的
に
同
一
で
あ
る
。
本
稿
は
東
京
砲
兵
工
廠
同
盟
罷
業
の
中
に
お
い
て
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

安
警
察
法
第
十
七
条
が
完
全
に
生
き
返
る
過
程
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
．
そ
の
手
懸
り
と
し
て
『
陸
軍
省
　
密
大
日
記
』

（
大
正
八
年
〈
四
冊
ノ
内
一
〉
）
を
使
用
す
る
。
な
お
本
資
料
は
陸
軍
省
に
関
係
す
る
通
達
、
通
牒
の
類
を
発
行
も
し
く
は
受
理
順
に
整
理
し

4
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た
も
の
で
は
な
く
、

（
1
）

　と、

（
2
）

（
3
）

（
4
）

　
九
九
二
年
一
月
）
．

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

　
政
府
が
同
盟
罷
業
に
た
い
し
、

政
策
を
一
変
し
た
こ
と
を
新
聞
が
報
じ
た
の
は
大
正
八
年
九
月
七
日
で
あ
る
．

　
　
「
政
府
に
於
て
は
工
場
労
働
者
の
同
盟
罷
業
頻
発
せ
る
に
対
し
之
が
取
締
並
に
解
決
方
法
に
就
き
調
査
中
な
り
し
が
砲
兵
工
廠
其
他
の
工
場
に
於
け
る

　
同
盟
罷
業
の
内
に
て
極
め
て
穏
当
な
る
方
法
を
以
て
労
銀
の
値
上
を
要
求
し
労
資
の
協
調
を
保
ち
円
満
に
解
決
を
告
げ
た
る
も
の
は
別
と
し
て
職
工
長
、

　
組
長
若
し
く
は
有
志
家
と
し
て
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
規
定
に
該
当
す
る
．

　
　
一
、
労
務
の
条
件
又
は
報
酬
に
関
し
協
同
の
行
動
を
為
す
べ
き
団
結
に
加
入
せ
し
め
又
は
其
加
入
を
妨
ぐ
る
事

　
　
二
、
同
盟
解
雇
若
し
く
は
同
盟
罷
業
を
遂
行
す
る
が
為
使
用
者
を
し
て
労
務
者
を
解
雇
せ
し
め
若
し
く
は
労
務
に
従
事
す
る
申
込
を
拒
絶
せ
し
め
又

　
　
　
　
順
不
同
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。

大
原
社
会
問
題
研
究
所
編
『
日
本
労
働
年
鑑
大
正
9
年
版
』
（
法
政
大
学
出
版
局
　
一
九
六
七
年
九
月
一
〇
日
）
八
四
八
頁
．
同
年
鑑
に
よ
る

小
橋
内
務
次
官
の
意
見
は
、
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
大
正
八
年
六
月
十
五
日
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
．

右
同
書
四
六
二
頁
．
『
報
知
新
聞
』
大
正
八
年
七
月
八
日
に
内
務
省
の
意
向
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
．

堀
江
帰
一
『
失
業
対
策
　
下
』
（
『
東
京
日
日
新
聞
』
大
正
八
年
六
月
十
日
）
．

拙
稿
「
東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
と
治
安
警
察
法
第
十
七
条
」
（
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
編
『
法
学
研
究
』
第
六
十
五
巻
第
一
号
　
一

前
掲
『
日
本
労
働
年
鑑
　
大
正
9
年
版
』
五
一
八
頁
．

前
掲
拙
稿
「
東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
と
治
安
警
察
法
第
十
七
条
」
。

前
掲
『
日
本
労
働
年
鑑
　
大
正
9
年
版
』
九
三
七
頁
．

『
陸
軍
省
　
密
大
日
記
』
（
大
正
八
年
四
冊
ノ
内
一
）
は
、
防
衛
研
究
所
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
．

　
　
　
　
二
、
治
安
警
察
法
第
十
七
条
適
用
基
準
へ
の
衝
撃

　
　
　
　
　
　
　
　
i
海
軍
省
、
司
法
省
の
積
極
的
働
き
か
け
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
微
温
的
取
締
」
を
批
棄
し
、
治
安
警
察
法
第
十
七
条
に
該
当
す
る
者
は
仮
借
な
く
検
挙
す
る
方
針
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全
文
を
左
に
掲
げ
る
。

5
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は
労
務
老
を
し
て
労
務
を
停
廃
せ
し
め
若
し
く
は
労
務
者
と
し
て
雇
傭
す
る
の
申
込
を
拒
絶
せ
し
む
事

　
三
．
労
務
の
条
件
又
は
報
酬
に
関
し
相
手
方
の
承
諾
を
強
る
事

等
に
関
し
他
人
を
誘
惑
若
し
く
は
煽
動
し
た
る
者
に
対
し
て
は
従
来
成
る
可
く
検
挙
を
な
さ
ず
不
起
訴
処
分
と
す
る
方
針
な
り
し
も
最
近
の
罷
業
中
頗

る
悪
質
の
も
の
あ
る
事
実
を
発
見
し
た
る
結
果
此
儘
に
放
任
せ
ん
か
安
寧
秩
序
を
保
持
す
る
事
能
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
軍
需
品
の
製
造
を
初
め
公
益
に

関
す
る
従
業
員
の
同
盟
罷
業
頻
発
す
る
は
国
家
の
為
由
由
敷
問
題
に
し
て
又
民
間
製
造
工
業
に
於
て
も
製
産
能
率
を
激
減
し
業
務
を
頽
廃
せ
し
む
る
は

国
家
の
大
損
失
な
り
と
の
見
地
よ
り
今
後
微
温
的
取
締
方
針
が
一
変
し
治
安
警
察
法
第
十
七
条
に
該
当
す
る
者
は
仮
借
な
く
検
挙
す
る
方
針
を
執
り
厳

　
パ
マ
マ
レ

罰
に
所
す
る
事
に
決
定
し
た
り
と
斯
て
司
法
当
局
に
於
て
は
夫
々
地
方
裁
判
所
の
検
事
に
対
し
内
調
を
発
し
各
工
場
の
実
況
を
検
察
せ
し
め
不
穏
の
形

勢
あ
る
工
場
に
対
し
て
は
犯
罪
を
未
然
に
防
止
す
る
為
資
本
家
労
働
者
双
方
に
対
し
隔
意
な
き
協
意
を
遂
げ
し
む
る
事
と
し
資
本
家
側
に
対
し
て
は
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
て
横
暴
な
る
態
度
を
執
ら
ざ
る
様
注
意
す
る
こ
と
と
せ
り
と
」

6

　
こ
の
同
盟
罷
業
に
対
す
る
政
府
の
新
方
針
と
従
来
の
政
府
の
方
針
と
を
比
較
す
る
と
、
従
来
の
方
針
に
あ
っ
て
新
方
針
の
中
に
無
い
も

の
が
あ
る
．
そ
れ
は
「
一
工
場
に
於
て
労
働
組
合
を
組
織
す
る
為
其
工
場
が
友
僚
を
懲
懸
糾
合
し
、
又
は
同
盟
罷
工
を
発
起
す
る
が
如
ぎ

場
合
に
は
之
に
対
し
て
第
十
七
条
の
『
誘
惑
煽
動
』
云
々
の
条
文
を
適
用
せ
ざ
る
方
針
な
る
も
工
場
外
の
者
が
同
様
の
行
為
を
為
す
場
合

に
は
誘
惑
煽
動
の
各
項
に
当
嵌
め
て
処
分
す
べ
し
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
工
場
内
に
お
け
る
労
働
者
間
の
誘
惑
煽
動
に
は

治
安
警
察
法
第
十
七
条
を
適
用
し
な
い
が
、
工
場
外
か
ら
の
誘
惑
煽
動
に
は
こ
れ
を
適
用
す
る
と
し
て
い
た
も
の
が
、
こ
こ
に
至
り
、
内

と
外
と
の
区
別
が
全
く
無
く
な
っ
た
の
で
あ
る
．
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
慣
習
か
ら
一
工
場
内
の
懲
懸
糾
合
で
あ
り
、
同
盟
罷
業
の
発
起

で
あ
る
か
ら
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
適
用
が
無
い
と
信
じ
て
運
動
を
し
て
い
た
労
働
者
が
こ
こ
で
突
然
政
府
の
当
該
条
項
の
適
用
基
準

の
変
更
に
よ
り
、
取
締
り
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
こ
の
政
府
の
新
方
針
は
東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
が
大
正
八
年
八
月
三

十
日
に
終
結
し
た
後
に
新
聞
を
通
じ
て
世
に
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
す
で
に
そ
れ
よ
り
一
週
間
以
上
前
か
ら
こ
の
新
方
針
に
よ
り
東
京
砲

兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
を
指
導
し
た
者
が
収
監
さ
れ
始
め
、
な
お
収
監
は
続
い
て
い
る
中
で
の
公
表
で
あ
っ
た
．
労
働
者
は
政
府
の
闇
討
ち

に
会
っ
た
こ
と
に
な
る
。
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政
府
は
労
働
者
を
騙
し
討
ち
、
闇
討
ち
に
し
た
が
、
元
は
と
い
え
ば
実
は
騙
し
討
ち
で
も
闇
討
ち
で
も
な
か
っ
た
．
治
安
警
察
法
第
十

七
条
の
原
文
に
は
内
か
ら
の
誘
惑
煽
動
と
外
か
ら
の
そ
れ
と
を
区
別
し
、
前
者
に
は
当
該
条
項
を
適
用
し
な
い
が
、
後
者
に
は
適
用
す
る

と
い
う
条
文
は
な
か
っ
た
．
同
盟
罷
業
を
目
的
と
す
る
誘
惑
煽
動
に
は
こ
れ
を
適
用
す
る
と
あ
る
だ
け
で
あ
っ
た
．
し
た
が
っ
て
新
方
針

に
お
い
て
「
…
…
方
針
が
一
変
し
治
安
警
察
法
第
十
七
条
に
該
当
す
る
者
は
仮
借
な
く
検
挙
す
る
云
々
」
と
い
う
の
は
、
当
該
条
項
本
来

の
法
の
目
的
に
も
ど
っ
た
こ
と
に
な
る
．
工
場
内
部
に
お
け
る
労
働
者
同
志
の
集
合
、
糾
合
は
当
該
条
項
に
該
当
せ
ず
と
い
う
の
は
内
務

官
僚
が
そ
う
発
言
し
た
時
点
に
お
け
る
官
僚
の
「
解
釈
」
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
根
拠
は
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の

原
文
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
同
一
の
解
釈
が
将
来
に
渡
り
持
し
得
ら
れ
る
か
否
か
保
証
の
限
り
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
堀
江
帰

一
の
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
内
務
官
僚
の
解
釈
は
結
局
、
内
務
官
僚
の
そ
の
時
の
寛
恕
で
あ
っ
た
か
ら
、
寛
恕
す
る
側
の
変
心

に
よ
り
何
時
で
も
治
安
警
察
法
第
十
七
条
本
来
の
目
的
に
軌
道
復
元
さ
れ
る
．
重
ね
て
い
え
ば
、
東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
は
治
安
警

察
法
第
十
七
条
本
来
の
目
的
、
す
な
わ
ち
「
他
人
を
誘
惑
若
し
く
は
煽
動
し
た
る
者
」
に
対
し
て
は
、
「
仮
借
な
く
検
挙
す
る
方
針
を
執

　
　
　
ハ
マ
マ
ロ

り
厳
罰
に
所
す
る
事
」
に
復
帰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
．

　
政
府
が
同
盟
罷
業
に
対
し
厳
し
く
取
締
る
方
針
に
一
変
し
た
と
い
う
新
聞
記
事
が
公
に
さ
れ
た
の
は
大
正
八
年
九
月
七
日
で
あ
っ
た
が
、

取
締
り
方
針
の
転
換
は
徐
々
に
世
人
の
目
に
触
れ
な
い
深
部
に
お
い
て
進
行
し
て
い
た
．
『
陸
軍
省
　
密
大
日
記
』
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る

文
書
で
見
る
限
り
微
温
的
取
締
に
た
い
す
る
最
初
の
衝
撃
は
、
海
軍
次
官
栃
内
曾
次
郎
が
内
務
次
官
小
橋
一
太
に
同
盟
罷
業
取
締
に
関
し

照
会
し
た
大
正
八
年
八
月
十
六
日
の
文
書
に
見
ら
れ
る
。
東
京
砲
兵
工
廠
の
労
働
組
合
で
あ
る
小
石
川
労
働
会
が
結
成
さ
れ
た
の
は
八
月

三
日
で
あ
る
が
、
八
月
十
六
日
に
は
ま
だ
こ
の
労
組
に
よ
る
同
盟
罷
業
は
始
ま
っ
て
い
な
い
。
ま
た
海
軍
工
廠
に
お
い
て
も
同
盟
罷
業
は

起
き
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
栃
内
海
軍
次
官
の
次
の
文
書
は
大
正
八
年
夏
、
各
地
に
お
い
て
一
段
と
激
し
さ
を
増
し
た
労
働
者
の
同

盟
罷
業
一
般
に
た
い
す
る
警
戒
心
の
表
わ
れ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
官
房
機
密
第
一
一
二
号

7
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大
正
八
年
八
月
十
六
日

　
　
　
　
海
軍
次
官
栃
内
曾
次
郎

　
　
内
務
次
官
小
橋
一
太
殿

　
同
盟
罷
業
取
締
二
関
ス
ル
件

目
下
ノ
状
況
二
鑑
ミ
各
鎭
守
府
司
令
長
官
並
各
要
港
部
司
令
官
宛
別
紙
ノ
通
通
牒
致
度
候
条
異
存
無
之
候
ハ
・
貴
省
関
係
ノ
向
へ
可
然
御
取
扱
置
相
成

度右
照
会
ス

　
現
時
ノ
状
況
二
鑑
ミ
治
安
警
察
法
第
十
七
条
ノ
応
用
二
関
ス
ル
一
般
方
針
二
付
左
記
ノ
通
リ
関
係
各
省
二
協
議
致
置
候
条
右
二
依
リ
処
理
相
成
度
但

　
シ
個
々
ノ
場
合
二
於
ケ
ル
事
ノ
急
速
ヲ
要
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
検
挙
著
手
前
一
応
指
揮
ヲ
請
ハ
レ
度

　
右
依
命
申
進
ス

　
　
　
左
　
記

一
．
海
軍
職
工
以
外
ノ
者
海
軍
職
工
ノ
同
盟
罷
業
ヲ
誘
惑
煽
動
シ
テ
罷
業
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
司
法
処
分
二
付
ス
ル
為
検
挙
ス
　
其
ノ
同
盟
罷
業
ヲ
為

　
　
ス
ニ
至
ラ
サ
ル
場
合
卜
錐
事
情
二
因
リ
検
挙
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

ニ
、
同
盟
罷
業
ヲ
遂
行
ス
ル
為
他
人
二
対
シ
暴
行
脅
迫
シ
若
ハ
公
然
誹
殿
シ
タ
ル
者
ハ
之
ヲ
検
挙
ス

三
、
同
盟
罷
業
ヲ
為
シ
タ
ル
職
工
中
ノ
誘
惑
煽
動
者
ハ
公
然
ナ
ル
方
法
ニ
テ
誘
惑
煽
動
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
若
ハ
同
盟
罷
業
力
公
安
ヲ
害
ス
ル
ニ
至
リ
タ

　
　
ル
ト
キ
ニ
限
リ
之
ヲ
検
挙
ス

　
右
の
文
書
に
よ
り
明
ら
か
な
こ
と
は
、
海
軍
省
よ
り
各
鎮
守
府
司
令
官
並
に
各
要
港
司
令
官
に
通
牒
さ
れ
た
同
盟
罷
業
取
締
に
関
す
る

通
牒
は
、
当
時
の
政
府
、
内
務
省
が
同
件
に
た
い
す
る
取
締
方
針
よ
り
も
適
用
範
囲
を
拡
大
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
府
、
内

務
省
は
一
工
場
内
に
お
い
て
労
働
者
が
懲
漁
糾
合
し
、
同
盟
罷
業
を
発
起
す
る
が
ご
と
き
場
合
に
は
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
誘
惑
煽
動

の
条
文
を
適
用
し
な
い
が
、
工
場
外
の
者
が
同
様
の
行
為
を
な
す
場
合
に
は
誘
惑
煽
動
に
当
嵌
め
て
処
分
す
る
と
し
て
い
た
．
し
か
る
に

海
軍
省
の
こ
の
指
示
で
は
次
の
よ
う
に
拡
大
し
適
用
さ
れ
た
．

8
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一
、
海
軍
省
通
牒
に
お
け
る
海
軍
職
工
以
外
の
者
が
海
軍
職
工
の
同
盟
罷
業
を
誘
惑
煽
動
し
て
罷
業
を
な
し
た
る
時
は
検
挙
す
と
い
う

点
は
、
内
務
省
の
従
来
の
方
針
の
範
囲
内
で
あ
る
。
し
か
し
内
務
省
の
方
針
に
は
外
部
か
ら
誘
惑
煽
動
し
て
も
同
盟
罷
業
に
至
ら
ざ

　
る
場
合
は
誘
惑
煽
動
者
を
検
挙
す
る
か
否
か
に
関
し
、
明
確
な
文
言
が
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
海
軍
省
通
牒
に
お
い
て
は
、
罷
業
に

　
至
ら
ざ
る
場
合
も
事
情
に
よ
っ
て
は
検
挙
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
と
い
う
こ
と
を
明
言
し
た
．
「
事
情
二
因
リ
」
、
と
い
う
条
件
が
つ
く

　
に
し
て
も
、
罷
業
に
至
ら
ざ
る
場
合
も
検
挙
の
対
象
と
な
る
に
至
り
、
適
用
範
囲
は
拡
大
し
た
。

二
、
海
軍
省
通
牒
に
は
同
盟
罷
業
に
お
い
て
誘
惑
煽
動
が
公
然
た
る
方
法
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
た
時
、
誘
惑
煽
動
者
を
検
挙
す
る
と
あ

　
る
。
本
来
、
政
府
、
内
務
省
は
工
場
内
の
労
働
者
が
同
盟
罷
業
を
発
起
し
た
場
合
に
は
誘
惑
煽
動
云
々
の
条
文
そ
の
も
の
を
適
用
し

　
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
工
場
内
の
労
働
者
に
よ
る
同
盟
罷
業
に
は
誘
惑
煽
動
が
あ
ろ
う
が
、
あ
る
い
は
そ
の
誘
惑
煽
動

　
が
公
然
た
る
も
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
非
公
然
た
る
も
の
で
あ
れ
、
工
場
内
の
誘
惑
煽
動
に
は
検
挙
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
で

　
あ
っ
た
．
し
か
る
に
海
軍
省
の
通
牒
は
、
工
場
内
の
同
盟
罷
業
で
も
公
然
た
る
誘
惑
煽
動
に
た
い
し
て
は
こ
れ
を
検
挙
す
る
と
解
釈

　
さ
れ
得
る
よ
う
に
な
る
．
さ
ら
に
こ
の
点
に
関
し
て
は
後
述
す
る
司
法
省
の
通
牒
で
は
誘
惑
煽
動
し
た
る
者
が
「
内
部
ノ
者
ナ
ル
ト

　
キ
ト
錐
モ
」
そ
の
方
法
が
公
然
な
る
時
に
は
検
挙
す
る
と
い
う
よ
う
に
い
っ
そ
う
明
確
に
規
定
さ
れ
た
．
海
軍
省
の
通
牒
も
司
法
省

　
の
通
牒
と
同
一
の
意
味
に
解
釈
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
政
府
、
内
務
省
の
取
締
方
針
の
拡
大
で
あ
る
。

三
、
ま
た
海
軍
省
通
牒
は
同
盟
罷
業
が
公
益
を
害
す
る
時
は
検
挙
す
る
と
い
う
。
こ
の
文
言
も
ま
た
従
来
、
政
府
、
内
務
省
の
取
締
方

　
針
の
中
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
公
益
を
害
す
る
と
い
う
文
言
は
曖
昧
で
あ
っ
て
解
釈
次
第
で
同
盟
罷
業
を
ほ
と
ん
ど
全

　
面
的
に
取
締
の
対
象
に
拡
大
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
盟
罷
業
は
生
産
を
阻
害
し
、
工
場
内
の
秩
序
を
乱
す
も

　
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
経
済
的
社
会
的
に
及
ぼ
す
影
響
力
は
一
工
場
一
企
業
内
に
必
ず
し
も
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
公
益
を

　
害
す
る
こ
と
無
し
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

9
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海
軍
省
通
牒
は
以
上
述
べ
て
き
た
ご
と
く
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
適
用
に
関
し
．
政
府
、
内
務
省
が
当
該
条
項
を
適
用
す
る
範
囲
を

越
え
て
積
極
的
に
適
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
司
法
省
も
ま
た
海
軍
省
と
同
様
に
当
該
条
項
を
広
範
囲
に
、
か
つ
積
極
的
に
適
用
し
よ

う
と
し
て
い
た
。
海
軍
次
官
が
内
務
次
官
に
同
盟
罷
業
取
締
に
関
す
る
件
に
つ
き
照
会
し
た
日
か
ら
三
日
後
に
、
司
法
省
刑
事
局
長
が
内

務
省
警
保
局
長
に
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
犯
罪
処
分
に
関
す
る
件
に
つ
き
照
会
を
し
た
．
『
陸
軍
省
　
密
大
日
記
』
の
中
に
次
の
よ
う

な
文
書
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
司
法
省
刑
事
局
秘
第
四
七
号

　
　
大
正
八
年
八
月
十
九
日

　
　
　
司
法
省
刑
事
局
長
法
学
博
士
　
豊
島
直
通

10

内
務
省
警
保
局
長
川
村
竹
治
殿

　
　
治
安
警
察
法
第
十
七
条
ノ
犯
罪
処
分
二
関
ス
ル
件

右
二
付
別
紙
ノ
通
各
検
事
正
二
致
通
牒
候
条
地
方
長
官
ニ
モ
此
旨
御
示
達
相
成
候
様
致
度
此
段
及
照
会
候
也

　
追
テ
本
文
御
示
達
相
成
候
ハ
、
何
分
ノ
御
通
報
相
煩
度
候
也

　
　
　
　
　
　
（
4
）

胴
融
雛
秘
第
四
七
号

　
大
正
八
年
八
月
十
九
日

　
　
司
法
省
刑
事
局
長
法
学
博
士

豊
島
直
通

検
事
正
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御
中

　
　
治
安
警
察
法
第
十
七
条
ノ
犯
罪
処
分
二
関
ス
ル
件

近
時
同
盟
罷
業
各
地
二
頻
発
シ
其
影
響
看
過
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
有
之
候
二
付
テ
ハ
是
二
関
ス
ル
犯
罪
処
分
方
左
記
方
針
二
依
リ
相
取
扱
相
成
度
尚
急

速
ヲ
要
ス
ル
場
合
ノ
外
各
事
犯
二
付
処
分
前
当
省
二
票
議
相
成
候
様
致
度
依
命
此
段
及
通
牒
候
也

　
一
治
安
警
察
法
第
十
七
条
第
一
項
各
号
及
第
二
項
ノ
目
的
ヲ
以
テ
他
人
二
対
シ
暴
行
脅
迫
シ
又
ハ
公
然
誹
殿
シ
タ
ル
者
ハ
之
ヲ
検
挙
ス
ル
コ
ト

　
ニ
同
条
第
一
項
第
二
号
ノ
目
的
ヲ
以
テ
他
人
ヲ
誘
惑
若
ハ
煽
動
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
其
ノ
誘
惑
者
若
ハ
煽
動
シ
タ
ル
者
力
当
該
工
場
外
ノ
者
ナ
ル
ト

　
　
キ
ハ
之
ヲ
検
挙
ス
ル
コ
ト

　
三
前
項
ノ
誘
惑
若
ハ
煽
動
シ
タ
ル
者
力
内
部
ノ
者
ナ
ル
ト
キ
ト
錐
モ
其
誘
惑
煽
動
ノ
方
法
力
公
然
ナ
ル
ト
キ
若
ハ
同
盟
罷
業
力
公
安
ヲ
害
ス
ル
ニ
至

　
　
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
検
挙
ス
ル
コ
ト

　
四
右
第
一
項
及
第
二
項
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
未
タ
同
盟
罷
業
等
ヲ
為
ス
ニ
至
ラ
サ
ル
ト
キ
ト
難
モ
之
ヲ
検
挙
ス
ル
コ
ト

　
同
盟
罷
業
に
た
い
す
る
政
府
、
内
務
省
の
取
締
方
針
は
、

は
治
安
警
察
法
第
十
七
条
は
適
用
し
な
い
と
し
て
い
た
が
、

し
て
司
法
省
の
両
通
牒
は
、
次
の
二
点
に
お
い
て
共
通
し
、

え
て
い
た
。

一二
、

先
述
し
た
ご
と
く
、
一
工
場
内
に
お
け
る
誘
惑
煽
動
者
に
よ
る
同
盟
罷
業
に

外
部
か
ら
の
誘
惑
煽
動
は
取
締
る
と
説
明
し
て
い
た
．
し
か
る
に
海
軍
省
そ

し
か
も
両
省
の
同
盟
罷
業
取
締
範
囲
は
、
政
府
、
内
務
省
の
取
締
範
囲
を
越

工
場
外
か
ら
同
盟
罷
業
の
た
め
の
誘
惑
煽
動
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
同
盟
罷
業
に
至
ら
な
く
と
も
海
軍
省
は
「
事
情
二
因
リ
」

挙
す
る
場
合
が
あ
る
と
し
、
司
法
省
は
「
検
挙
ス
ル
」
と
断
言
し
た
。

工
場
内
に
お
け
る
誘
惑
煽
動
で
も
公
然
た
る
方
法
に
よ
る
も
の
や
、
同
盟
罷
業
が
公
益
を
害
す
る
も
の
は
検
挙
す
る
。

検

政
府
、
内
務
省
は
同
盟
罷
業
取
締
に
消
極
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
治
安
警
察
法
第
十
七
条
を
「
抜
か
ぬ
太
刀
」
に
し
て
置
こ
う
と
し

11
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て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
海
軍
省
、
司
法
省
は
当
該
条
項
を
積
極
的
に
適
用
し
よ
う
と
い
う
気
配
を
示
し
た
。
も
っ
と
も
陸
軍
省
は

治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
適
用
こ
そ
口
に
し
な
い
が
、
同
省
に
関
係
す
る
「
不
穏
当
の
行
為
」
及
び
「
同
盟
罷
業
」
に
は
断
然
処
罰
す
る

こ
と
を
決
定
し
て
い
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
省
内
に
お
け
る
不
穏
当
な
行
為
、
同
盟
罷
業
に
た
い
す
る
処
罰
方
針
の
決
定
は
陸

軍
省
よ
り
海
軍
省
の
方
が
早
か
っ
た
が
、
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
適
用
へ
の
ア
ク
シ
ョ
ソ
は
海
軍
省
に
始
ま
り
、
つ
い
で
司
法
省
が
動

ぎ
、
両
省
は
共
に
事
柄
の
性
質
上
、
内
務
省
に
た
い
し
内
務
省
関
係
へ
然
る
べ
く
取
り
計
ら
れ
た
し
と
提
言
し
た
。
つ
ま
り
治
安
警
察
法

第
十
七
条
の
適
用
に
関
し
て
は
海
軍
省
、
つ
い
で
司
法
省
が
積
極
的
で
あ
り
、
内
務
省
は
受
動
的
で
あ
っ
た
。

　
（
1
）
　
「
第
十
七
条
適
用
／
微
温
的
取
締
拗
棄
」
（
『
東
京
日
日
新
聞
』
大
正
八
年
九
月
七
日
）
。

　
（
2
）
　
海
軍
次
官
よ
り
内
務
次
官
へ
宛
て
た
「
同
盟
罷
業
取
締
二
関
ス
ル
件
」
の
文
書
は
二
通
あ
る
．
一
通
は
本
稿
本
文
中
に
掲
載
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
　
「
霧
省
・
の
印
刷
が
入
吃
縦
の
行
線
が
引
か
れ
た
用
紙
に
．
毛
筆
で
や
や
く
ず
し
字
善
か
れ
た
も
の
で
あ
吃
一
管
右
側
上
段
欄
外
に
團

　
　
の
印
が
押
し
て
あ
る
．
海
軍
省
よ
り
内
務
省
へ
通
報
さ
れ
た
も
の
が
、
内
務
省
に
て
写
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
他
の
一
通
は
「
陸
軍
」
の
印
刷

　
　
が
入
り
、
縦
の
行
線
が
引
か
れ
た
用
紙
に
毛
筆
楷
書
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
．
海
軍
省
か
内
務
省
よ
り
陸
軍
省
へ
通
報
さ
れ
て
き
た
も
の
を
陸
軍

　
　
省
で
写
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
「
陸
軍
』
の
用
紙
に
書
か
れ
た
文
書
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
省
略
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
海
軍
次
官
ヨ
リ
内
務
次
官
宛

　
　
　
　
　
同
盟
罷
業
取
締
二
関
ス
ル
件

　
　
以
下
は
本
稿
本
文
に
掲
載
し
た
内
務
省
用
紙
に
書
か
れ
た
「
官
房
機
密
第
二
一
一
号
」
と
字
体
が
異
る
だ
け
で
内
容
は
全
く
同
一
で
あ
る
．
な
お

　
　
後
述
す
る
、
小
橋
内
務
次
官
よ
り
山
梨
陸
軍
次
官
へ
通
報
さ
れ
た
「
内
務
省
秘
第
一
二
五
六
号
」
の
中
に
鉄
筆
騰
写
版
印
の
「
海
軍
次
官
ヨ
リ
内
務

　
　
次
官
宛
／
同
盟
罷
業
取
締
二
関
ス
ル
件
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
む
ろ
ん
そ
の
内
容
は
本
稿
本
文
中
の
「
官
房
機
密
第
一
一
一
一
号
」
と
同
一
で
あ
る
．

　
（
3
）
（
4
）
　
い
ず
れ
も
「
内
務
省
」
と
い
う
印
刷
が
入
り
、
縦
の
行
線
の
入
っ
た
用
紙
に
や
や
く
ず
L
字
で
書
か
れ
、
「
司
法
省
刑
事
局
秘
第
四
七
号
」

　
　
の
上
段
欄
外
に
は
團
の
印
が
押
し
て
あ
る
．
い
ず
れ
も
司
法
省
よ
り
内
務
省
へ
通
報
さ
れ
た
文
書
を
内
務
謹
お
い
て
写
し
奄
の
と
思
わ
れ
る
．
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三
、

衝
撃
の
深
化
と
内
務
省
の
反
鷹

i
内
務
省
に
よ
る
擦
り
合
わ
せ
と
陸
軍
省
へ
の
影
響
1

　
治
安
警
察
法
第
十
七
条
適
用
に
関
す
る
従
来
の
方
針
に
再
検
討
を
加
え
る
必
要
性
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
イ
ソ
バ
ク
ト
を
も
つ
照
会
を

海
軍
省
及
び
司
法
省
か
ら
受
け
た
内
務
省
は
、
八
月
二
十
五
日
、
当
該
条
項
適
用
に
関
す
る
件
に
つ
き
陸
軍
省
に
通
報
す
る
が
、
こ
れ
は

内
務
省
側
か
ら
陸
軍
省
へ
通
報
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
．
す
な
わ
ち
陸
軍
省
か
ら
の
問
合
わ
せ
に
た
い
し
、
内
務
省
が
反
応
し
た
も
の
だ

と
は
文
章
上
思
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
次
の
よ
う
な
文
書
で
あ
る
．
こ
れ
は
草
書
体
で
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
内
務
省
秘
第
一
＝
五
六
号

　
　
大
正
八
年
八
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
橋
内
務
次
官

　
　
　
　
山
梨
陸
軍
次
官
殿

治安警察法第17条適用の背景と底流

　
　
治
安
警
察
法
第
十
七
条
適
用
二
関
ス
ル
件

　
治
安
警
察
法
第
十
七
条
煽
動
誘
惑
二
関
ス
ル
規
定
ノ
適
用
二
関
シ
別
紙
ノ
通
各
地
方
長
官
二
通
牒
致
候
条
右
二
御
了
知
相
成
度
及
通
報
候
也

　
右
文
書
中
の
「
別
紙
ノ
通
各
地
方
長
官
二
通
牒
致
置
候
条
云
々
」
の
文
言
か
ら
、
こ
の
文
書
に
は
内
務
省
よ
り
各
地
方
長
官
宛
の
通
牒

が
添
え
ら
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
『
陸
軍
省
　
密
大
日
記
』
中
に
前
掲
内
務
次
官
よ
り
陸
軍
次
官
へ
の
通
報
の
原
文
と
全
く
同
一

の
筆
跡
に
よ
る
草
書
体
の
左
の
文
書
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
内
務
省
秘
第
二
一
五
六
号

　
　
大
正
八
年
八
月
二
十
五
日

13
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小
橋
内
務
次
官

　
　
治
安
警
察
法
第
十
七
条
ノ
適
用
二
関
ス
ル
依
命
通
牒

　
治
安
警
察
法
第
十
七
条
誘
惑
煽
動
二
関
ス
ル
規
定
ノ
適
用
二
付
テ
ハ
過
般
警
察
部
長
事
務
打
合
会
ノ
際
内
務
大
臣
ヨ
リ
訓
示
ノ
次
第
有
之
同
盟
罷
業
力

　
一
工
場
内
二
於
ケ
ル
自
発
的
ノ
モ
ノ
ナ
ル
場
合
ト
部
外
者
ノ
煽
動
誘
惑
二
基
ク
場
合
ト
ヲ
区
別
シ
前
者
二
付
テ
ハ
其
取
扱
上
慎
重
ノ
考
慮
ヲ
払
ヒ
後
者

　
二
付
テ
ハ
充
分
之
ヲ
取
締
ル
ヲ
可
ト
ス
ル
旨
御
了
知
ノ
コ
ト
ト
存
候
モ
近
時
同
盟
罷
業
ノ
頻
発
二
際
シ
司
法
省
、
海
軍
省
等
二
於
テ
モ
別
紙
ノ
如
ク
右

　
ト
同
様
ナ
ル
方
針
ノ
下
二
所
属
官
憲
二
通
達
有
之
候
二
付
若
シ
治
安
警
察
法
第
十
七
条
ヲ
適
用
ス
ヘ
キ
事
実
発
生
シ
タ
ル
場
合
ハ
夫
々
関
係
官
庁
ト
協

　
議
ヲ
遂
ケ
可
然
御
措
置
相
成
度
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
右
文
書
が
内
務
次
官
よ
り
各
地
方
長
官
宛
の
通
牒
で
あ
る
。
こ
の
通
牒
に
司
法
省
よ
り
内
務
省
へ
の
照
会
文
並
び
に
海
軍
省
よ
り
内
務

省
へ
の
照
会
文
が
添
附
さ
れ
、
海
軍
次
官
へ
送
附
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
関
係
文
書
は
『
陸
軍
省
密
大
日
記
』
に
右
文
書
に
ひ
き

つ
づ
ぎ
綴
じ
ら
れ
て
い
る
次
の
二
文
書
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
樋
難
瀦
秘
第
四
七
号

　
大
正
八
年
八
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
省
刑
事
局
長

　
　
　
　
内
務
省
警
保
局
長
宛

　
　
治
安
警
察
法
第
十
七
条
ノ
犯
罪
処
分
二
関
ス
ル
件

　
右
二
付
別
紙
ノ
通
各
検
事
正
二
致
通
牒
候
条
地
方
長
官
ニ
モ
此
旨
御
示
達
相
成
候
様
致
度
此
段
及
照
会
候
也
（
追
テ
本
文
御
示
達
相
成
候
ハ
ハ
何
分
ノ

　
御
通
報
相
煩
度
候
也
）

　
　
（
別
紙
写
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
　
　
治
安
警
察
法
第
十
七
条
ノ
犯
罪
処
分
二
関
ス
ル
件

　
近
時
同
盟
罷
業
等
各
地
二
頻
発
シ
其
影
響
看
過
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
有
之
候
二
付
テ
ハ
是
二
関
ス
ル
犯
罪
処
分
左
記
方
針
二
依
リ
取
扱
相
成
度
尚
急
速
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ヲ
要
ス
ル
場
合
ノ
外
各
事
犯
二
付
処
分
前
当
省
二
稟
議
相
成
候
様
致
度
依
命
此
段
及
通
牒
候
也

　
　
一
、
治
安
警
察
法
第
十
七
条
第
一
項
各
号
及
第
二
項
ノ
目
的
ヲ
以
テ
他
人
二
対
シ
暴
行
、
脅
迫
シ
又
ハ
公
然
誹
殿
シ
タ
ル
者
ハ
之
ヲ
検
挙
ス
ル
コ

　
　
　
　
ト

　
　
ニ
．
同
条
第
一
項
第
二
号
ノ
目
的
ヲ
以
テ
他
人
ヲ
誘
惑
若
ハ
煽
動
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
其
ノ
誘
惑
若
ハ
煽
動
シ
タ
ル
者
力
当
該
工
場
外
ノ
者
ナ
ル

　
　
　
　
ト
キ
ハ
之
ヲ
検
挙
ス
ル
コ
ト

　
　
三
．
前
項
ノ
誘
惑
若
ハ
煽
動
シ
タ
ル
者
力
内
部
ノ
者
ナ
ル
ト
キ
ト
錐
其
ノ
誘
惑
煽
動
ノ
方
法
力
公
然
ナ
ル
ト
キ
若
ハ
同
盟
罷
業
力
公
安
ヲ
害
ス
ル

　
　
　
　
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
検
挙
ス
ル
コ
ト

　
　
四
、
右
第
一
項
及
第
二
項
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
未
タ
同
盟
罷
業
等
ヲ
為
ス
ニ
至
ラ
サ
ル
ト
キ
ト
難
之
ヲ
検
挙
ス
ル
コ
ト

治安警察法第17条適用の背景と底流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
　
海
軍
次
官
ヨ
リ
内
務
次
官
宛

　
　
同
盟
罷
業
取
締
二
関
ス
ル
件

目
下
ノ
状
況
二
鑑
ミ
各
鎮
守
府
司
令
長
官
並
各
要
港
部
司
令
官
宛
別
紙
ノ
通
通
牒
致
度
候
条
異
存
無
之
候
ハ
ハ
貴
省
関
係
ノ
向
へ
可
然
御
取
計
置
相
成

度　
右
照
会
ス

　
（
別
紙
写
）

　
　
現
時
ノ
状
況
二
鑑
ミ
治
安
警
察
法
第
十
七
条
ノ
応
用
二
関
ス
ル
一
般
方
針
二
付
左
記
ノ
通
関
係
各
省
ト
協
議
致
置
候
条
右
二
依
リ
処
理
相
成
度
但

　
　
シ
個
々
ノ
場
合
二
於
テ
事
ノ
急
速
ヲ
要
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
検
挙
著
手
前
一
応
指
揮
ヲ
請
ハ
レ
度
　
　
右
依
命
申
進
ス

　
　
　
　
　
左
　
　
記

　
一
、
海
軍
職
工
以
外
ノ
者
、
海
軍
職
工
ノ
同
盟
罷
業
ノ
誘
惑
煽
動
シ
テ
罷
業
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
司
法
処
分
二
付
ス
ル
為
検
挙
ス
其
ノ
同
盟
罷
業
ヲ

　
　
　
為
ス
ニ
至
ラ
サ
ル
場
合
ト
難
事
情
二
因
リ
検
挙
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

　
ニ
、
同
盟
罷
業
ヲ
遂
行
ス
ル
為
他
人
二
対
シ
暴
行
脅
迫
シ
若
ハ
公
然
誹
殿
シ
タ
ル
者
ハ
之
ヲ
検
挙
ス

　
三
、
同
盟
罷
業
ヲ
為
シ
タ
ル
職
工
中
ノ
誘
惑
煽
動
者
ハ
公
然
ナ
ル
方
法
ニ
テ
誘
惑
煽
動
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
若
ハ
同
盟
罷
業
力
公
安
ヲ
害
ス
ル
ニ
至
リ

　
　
　
タ
ル
ト
キ
ニ
限
リ
之
ヲ
検
挙
ス
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以
上
、
本
節
で
は
ω
内
務
次
官
よ
り
陸
軍
次
官
へ
の
通
報
、
ω
内
務
次
官
よ
り
各
地
方
長
官
へ
の
通
牒
、
⑥
刑
事
局
長
よ
り
警
保
局
長

へ
の
照
会
、
㈲
海
軍
次
官
よ
り
内
務
次
官
へ
の
照
会
等
か
ら
成
る
内
務
次
官
よ
り
陸
軍
次
官
へ
通
報
さ
れ
た
「
内
務
省
秘
第
二
一
五
六

号
」
の
構
成
の
あ
り
よ
う
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
は
大
正
八
年
八
月
二
十
五
日
に
内
務
省
よ
り
陸
軍
省
へ
通
報
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
文
書
よ
り
明
瞭
に
な
る
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
一
、
頻
発
す
る
同
盟
罷
業
に
刺
戟
を
受
け
た
海
軍
省
、
つ
い
で
司
法
省
が
こ
れ
に
対
す
る
取
締
乃
至
は
治
安
警
察
法
第
十
七
条
犯
罪
処

分
に
関
す
る
件
に
つ
き
改
め
て
考
慮
し
直
す
こ
と
と
な
り
、
両
省
共
取
締
方
針
を
固
め
、
関
係
筋
へ
通
牒
す
る
と
共
に
、
内
務
省
に
も
ま

た
両
省
が
各
各
新
方
針
に
よ
り
取
締
る
こ
と
を
通
報
し
た
。

　
二
、
海
軍
省
、
司
法
省
に
お
け
る
同
盟
罷
業
に
対
す
る
取
締
乃
至
は
治
安
警
察
法
第
十
七
条
犯
罪
処
分
に
関
す
る
新
方
針
の
通
報
を
受

け
た
内
務
省
は
各
地
方
長
官
に
た
い
し
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
適
用
に
関
す
る
通
牒
を
発
し
た
。
そ
れ
は
海
軍
省
、
司
法
省
よ
り
通
報

を
受
け
た
九
日
ま
た
は
六
日
後
の
八
月
二
十
五
日
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
八
月
二
十
五
日
と
い
え
ば
東
京
砲
兵
工
廠
の
小
石
川
労
働
会

が
同
盟
罷
業
に
突
入
し
四
日
目
で
あ
り
、
二
十
三
日
は
六
千
名
、
二
十
四
日
は
七
千
名
に
の
ぽ
る
労
働
者
の
同
盟
罷
業
が
あ
っ
た
と
新
聞

で
報
道
さ
れ
た
後
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
内
務
省
の
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
適
用
に
関
し
て
は
同
盟
罷
業
を
一
工
場
内
か
ら
自
発

的
に
起
き
た
も
の
と
部
外
者
の
煽
動
誘
惑
に
基
く
場
合
と
を
区
別
す
る
と
い
う
従
来
通
り
の
方
針
で
あ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
内
務
省
の
治

安
警
察
法
第
十
七
条
適
用
方
針
は
、
従
来
通
り
で
あ
っ
て
変
化
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
三
、
内
務
省
は
ま
た
同
省
が
治
安
警
察
法
第
十
七
条
適
用
に
関
し
、
同
省
が
と
っ
て
き
た
従
来
の
方
針
と
、
海
軍
省
、
司
法
省
が
今
回

照
会
し
て
き
た
当
該
法
規
に
よ
る
同
盟
罷
業
取
締
方
針
と
の
間
に
は
差
が
な
い
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
て
き

て
い
る
よ
う
に
内
務
省
の
従
来
の
方
針
と
海
軍
省
、
司
法
省
の
今
回
の
取
締
方
針
と
の
間
に
は
相
当
の
差
が
あ
り
、
後
者
で
あ
る
二
者
の

取
締
方
針
は
前
者
の
方
針
と
比
較
す
る
と
過
剰
で
あ
り
厳
酷
で
あ
る
。
し
か
る
に
内
務
省
は
両
者
の
間
に
は
差
は
全
く
な
い
と
い
う
．
こ

れ
が
牽
強
付
会
で
な
け
れ
ば
、
内
務
省
の
従
来
の
方
針
の
海
軍
省
、
司
法
省
の
取
締
方
針
へ
の
擦
り
寄
り
、
即
ち
従
来
の
方
針
の
変
化
へ
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の
予
兆
な
の
か
も
し
れ
な
い
．
川
村
竹
治
警
保
局
長
は
そ
れ
よ
り
四
日
後
の
八
月
二
十
九
日
に
、
治
安
警
察
法
第
十
七
条
は
屡
し
ば
「
明

言
し
た
る
如
く
」
同
盟
罷
業
を
誘
惑
煽
動
し
た
者
を
罰
す
る
規
定
で
あ
る
、
も
し
同
盟
罷
業
を
誘
惑
煽
動
す
る
者
が
あ
っ
た
場
合
、
政
府

は
「
同
条
の
明
文
に
依
り
司
法
権
の
発
動
を
喚
起
す
る
に
躊
躇
」
し
な
い
、
今
次
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
に
つ
い
て
は
第
三
者
に
し
て
煽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

動
誘
惑
を
し
た
と
思
わ
れ
る
者
が
い
る
が
、
事
実
が
明
か
に
な
っ
た
時
は
政
府
当
局
と
し
て
断
乎
た
る
処
置
に
出
る
方
針
で
あ
る
、
と
川

村
が
警
保
局
長
に
就
任
以
来
い
ま
だ
か
つ
て
明
言
し
た
こ
と
の
な
い
こ
と
を
語
っ
た
。
川
村
警
保
局
長
の
明
言
よ
り
一
日
早
く
、
岡
警
視

総
監
は
小
石
川
労
働
会
の
芳
川
哲
会
長
以
下
六
幹
部
を
警
視
庁
に
招
致
し
、
静
穏
に
し
な
い
場
合
に
は
「
国
法
で
処
分
さ
れ
る
」
と
「
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

罰
上
の
警
告
」
を
発
し
て
は
い
た
．
い
ず
れ
に
し
て
も
内
務
省
の
治
安
警
察
法
第
十
七
条
適
用
方
針
は
、
内
務
省
が
陸
軍
省
に
当
該
条
項

適
用
に
関
す
る
件
に
つ
ぎ
「
内
務
省
秘
第
二
一
五
六
号
」
を
通
報
後
変
化
し
た
．

　
四
、
内
務
省
は
陸
軍
省
に
た
い
し
、
海
軍
省
、
司
法
省
の
治
安
警
察
法
第
十
七
条
適
用
に
関
す
る
方
針
を
通
報
し
た
。
こ
の
こ
と
は
内

務
省
を
軸
に
、
海
軍
省
、
司
法
省
、
陸
軍
省
の
四
省
が
治
安
警
察
法
第
十
七
条
適
用
に
関
す
る
各
省
の
方
針
を
確
認
し
合
い
、
そ
の
結
果
、

各
省
の
間
に
あ
っ
た
方
針
の
差
を
擦
り
合
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
先
述
の
如
く
内
務
省
は
海
軍
省
、
司
法
省
の
方

針
に
擦
り
合
わ
せ
た
し
、
陸
軍
省
は
内
務
省
よ
り
「
内
務
省
秘
第
一
二
五
六
号
」
を
受
理
し
た
八
月
二
十
五
日
よ
り
三
日
後
の
八
月
二
十

八
日
に
東
京
砲
兵
工
廠
の
苛
烈
を
極
む
る
同
盟
罷
業
に
た
い
し
「
治
安
警
察
法
第
十
七
条
を
適
用
し
仮
借
無
く
検
挙
す
る
方
針
」
を
打
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

出
し
た
と
新
聞
は
伝
え
た
．
擦
り
合
わ
せ
の
結
果
、
当
該
条
項
は
「
死
ん
だ
法
」
か
ら
厳
酷
な
法
へ
変
化
す
る
。

な
お
、
こ
こ
に
次
の
よ
う
な
内
務
次
官
よ
り
の
通
報
が
あ
る
。

内
務
次
官

17
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司
法
．
海
軍
、
陸
軍
各
次
官
、
憲
兵
司
令
官
宛

　
　
　
治
安
警
察
法
第
十
七
条
適
用
二
関
ス
ル
件

　
治
安
警
察
法
第
十
七
条
煽
動
誘
惑
二
関
ス
ル
規
定
ノ
通
用
二
関
シ
別
紙
ノ
通
各
地
方
長
官
二
通
牒
致
置
候
条
右
御
了
知
相
成
度
及
通
報
候
也

　
こ
の
通
報
に
は
通
報
年
月
日
も
通
報
番
号
も
、
い
ず
れ
も
記
入
さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
こ
の
通
報
の
書
体
は
、
内
務
次
官
よ
り
陸
軍
次

　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
（
2
）

官
へ
の
通
牒
「
C
」
と
同
一
で
あ
る
。
通
牒
「
C
」
は
通
牒
「
A
」
及
び
通
牒
「
B
」
と
実
質
的
に
同
一
で
あ
り
、
通
牒
「
A
」
及
び
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

牒
「
B
」
は
八
月
二
十
五
日
に
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
及
び
そ
の
他
の
理
由
か
ら
、
右
通
報
も
ま
た
八
月
二
十
五
日
に
施
行
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
治
安
警
察
法
第
十
七
条
適
用
に
関
す
る
海
軍
、
司
法
、
内
務
、
陸
軍
省
及
び
憲
兵
司
法
官
の
間
の

擦
り
合
わ
せ
は
念
入
り
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

　
こ
の
擦
り
合
わ
せ
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
は
既
述
の
ご
と
く
海
軍
省
か
ら
の
書
に
よ
り
発
起
さ
れ
た
が
、
原
内
閣
の
八
月
二
十
九
日

（
大
正
八
年
）
の
閣
議
に
お
い
て
も
加
藤
友
三
郎
海
相
が
同
一
問
題
に
つ
き
口
火
を
切
っ
て
発
言
し
た
．
海
相
は
、
同
盟
罷
業
の
頻
発
に
「
各

省
区
々
に
な
り
て
は
妙
な
ら
ざ
る
事
に
付
原
則
を
定
め
次
官
会
議
に
て
緩
急
実
施
の
方
法
を
協
議
す
る
事
然
る
べ
し
と
提
議
し
其
事
に
決

（
1
1
）定
」
し
た
。
こ
う
し
た
擦
り
合
わ
せ
の
効
果
も
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
東
京
砲
兵
工
廠
に
お
け
る
同
盟
罷
業
に
た
い
し
憲
兵
隊
、

軍
隊
を
派
遣
し
な
が
ら
取
締
方
針
を
明
確
に
し
て
い
な
か
っ
た
陸
軍
省
が
管
下
の
指
導
部
に
た
い
し
、
「
内
務
省
秘
第
二
一
五
六
号
」
を

示
し
、
恰
も
治
安
警
察
法
違
反
者
の
検
挙
告
発
を
奨
め
る
か
の
如
き
内
牒
を
施
行
し
た
。
左
に
そ
の
全
文
を
掲
げ
る
。

　
　
　
陸
軍
次
官
ヨ
リ
各
師
団
参
謀
長
、
第
三
、
第
五
、
第
十
四
、
第
十
六
師
団
各
留
守
隊
司
令
官
、
朝
鮮
軍
、
台
湾
軍
、
関
東
軍
、
各
参
謀
長
、
東
京

　
　
　
大
阪
砲
兵
工
廠
提
理
、
兵
器
本
廠
長
、
被
服
本
廠
長
、
千
住
製
絨
所
長
、
糧
秣
本
廠
長
、
衛
生
材
料
廠
長
、
運
輸
部
本
部
長
、
憲
兵
司
令
官
へ
内

　
　
　
牒
案
（
憲
兵
司
令
官
ヘ
ハ
追
書
ヲ
省
ク
）

　
別
紙
ハ
治
安
警
察
法
違
犯
者
タ
ル
常
人
二
対
ス
ル
検
挙
ノ
方
針
ヲ
示
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
二
之
ヲ
以
テ
直
二
陸
軍
々
人
軍
属
ノ
同
法
違
犯
者
タ
ル
老
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ヲ
検
挙
ス
ル
ノ
標
準
ト
為
シ
難
キ
ハ
無
論
ノ
儀
二
候
へ
共
極
メ
テ
稀
有
ノ
事
実
ト
シ
テ
予
想
シ
得
ベ
キ
ヤ
陸
軍
軍
人
軍
属
ト
共
犯
二
係
ル
常
人
ノ
治
安

警
察
法
違
犯
者
タ
ル
者
二
対
シ
検
察
処
分
ヲ
為
ス
場
合
二
於
テ
ハ
陸
軍
二
於
テ
亦
此
標
準
二
従
フ
ヘ
キ
儀
ト
承
知
相
成
度
尚
常
人
二
対
ス
ル
検
挙
ノ
方

針
前
文
ノ
如
ク
ナ
ル
カ
故
二
同
法
違
犯
者
タ
ル
常
人
二
対
シ
陸
軍
官
衙
告
発
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
個
々
ノ
事
件
ヲ
先
ツ
此
方
針
二
照
シ
之

二
合
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
告
発
ス
ル
儀
ト
御
承
知
相
成
度
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
比
）

追
テ
別
紙
内
薯
秘
第
三
五
杏
茎
思
兵
司
令
官
へ
高
様
灘
蔑
多
ル
讐
付
御
承
知
相
成
度
申
添
候
園
塾
陸
審
第
二
五
〇
号
二
因

　
　
（
1
3
）固

治安警察法第17条適用の背景と底流

本
文
謹
つ
い
て
気
づ
い
藷
点
を
挙
げ
て
み
た
い
．
第
一
点
は
、
内
牒
案
と
な
っ
て
智
蒙
ら
、
文
書
の
末
髭
繭
軍
塑
陸
劉

圏
一
圏
の
版
が
押
し
て
あ
る
．
陸
軍
省
送
達
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
案
で
は
な
い
．
通
達
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
．
第
二

に
、
こ
の
文
書
に
は
通
達
の
年
月
日
が
記
入
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
文
中
に
内
務
省
秘
第
二
一
五
六
号
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
、
通

達
日
九
月
一
日
の
版
が
押
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
文
書
は
八
月
二
十
五
日
か
ら
九
月
一
日
の
間
に
起
草
さ
れ
、
通
達
は
大
正
八
年
九
月

一
日
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
第
三
に
．
こ
の
通
達
は
当
時
陸
軍
省
が
抱
え
て
い
た
東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
に
は
全
く
か
か
わ
り

の
な
い
同
盟
罷
業
一
般
と
陸
軍
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
型
を
と
っ
て
い
る
．
第
四
に
、
陸
軍
の
治
安
警
察
法
違
反
者
た
る
常

人
に
対
す
る
取
締
方
針
は
陸
軍
省
と
し
て
特
別
に
附
加
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
た
め
に
、
海
軍
省
、
司
法
省
の
取
締
方
針
よ
り
緩
や
か

な
も
の
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
．
し
か
し
な
が
ら
冒
頭
の
「
別
紙
」
「
標
準
」
「
此
方
針
」
の
い
ず
れ
も
が
内
務
次
官
の
治
安
警
察

法
第
十
七
条
の
解
釈
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
添
附
さ
れ
た
海
軍
省
、
司
法
省
の
解
釈
も
含
む
内
務
省
秘
第
一
二
五
六
号
全
体
を
指
す
と
す

る
と
．
決
し
て
陸
軍
省
の
方
針
だ
け
が
甘
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
．
陸
軍
省
の
取
締
方
針
は
文
書
上
で
判
断
す
る
限

り
、
曖
昧
で
あ
っ
た
．

　
陸
軍
省
の
通
達
文
が
曖
昧
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
陸
軍
が
現
実
に
曖
昧
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
．
小
石
川
労
働
組
合
が
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小
石
川
砲
兵
工
廠
に
お
い
て
同
盟
罷
業
に
突
入
し
た
八
月
二
十
二
日
に
は
、
同
労
組
会
長
芳
川
哲
以
下
二
十
二
名
を
憲
兵
が
連
行
し
て
い

た
。
そ
の
日
以
後
、
工
廠
本
廠
は
憲
兵
が
警
官
と
共
に
本
廠
正
門
及
び
五
箇
所
の
通
用
門
を
警
護
し
て
い
た
し
、
二
十
五
日
の
労
働
者
の

工
場
外
に
お
け
る
大
会
に
は
会
場
内
に
私
服
憲
兵
が
私
服
警
官
と
共
に
警
戒
に
当
っ
て
い
た
．
、
一
十
五
日
及
び
二
十
六
日
は
板
橋
、
王
子

支
廠
方
面
の
労
働
者
が
電
力
装
置
、
水
力
装
置
、
変
電
所
に
危
害
も
し
く
は
爆
破
す
る
計
画
が
あ
る
と
い
う
風
説
が
つ
た
わ
り
、
憲
兵
隊

は
警
官
と
共
に
厳
重
に
警
戒
に
当
っ
て
い
た
．
八
月
二
十
八
日
に
、
王
子
板
橋
支
廠
の
労
働
者
六
千
五
百
名
が
同
盟
罷
業
に
突
入
す
る
と

陸
軍
省
は
一
段
と
緊
張
し
、
そ
の
結
果
、
山
梨
陸
軍
次
官
、
筑
紫
（
熊
七
）
兵
器
局
長
．
宮
田
工
廠
提
理
、
那
須
憲
兵
隊
長
が
相
寄
り
協
議

し
た
結
果
、
工
廠
労
働
者
の
無
届
欠
勤
を
不
許
可
と
す
る
通
告
を
職
工
各
自
に
示
す
と
共
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
治
安
警
察
法
第
十
七
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

を
適
用
し
仮
惜
な
く
検
挙
す
る
方
針
を
決
め
た
模
様
で
あ
る
、
と
新
聞
は
伝
え
て
い
た
．
こ
の
日
、
司
法
次
官
が
原
首
相
を
訪
間
し
、
石

光
真
臣
憲
兵
司
令
官
よ
り
東
京
砲
兵
工
廠
間
題
に
つ
ぎ
相
談
が
あ
っ
た
旨
報
告
し
、
原
首
相
の
方
針
を
伺
っ
た
が
、
原
は
岡
警
視
総
監
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

招
き
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
二
十
九
日
に
は
何
と
か
処
置
す
る
が
、
そ
れ
ま
で
情
況
を
見
る
筈
だ
と
返
答
し
て
い
た
。
前
述
の
ご
と
く
二
十

八
日
に
は
約
六
千
五
百
名
の
罷
業
、
そ
し
て
翌
二
十
九
日
に
は
七
千
五
百
名
の
罷
業
が
行
わ
れ
た
火
中
に
あ
っ
て
岡
警
視
総
監
が
二
十
九

日
ま
で
は
情
況
を
見
る
と
原
首
相
と
相
談
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
岡
に
は
罷
業
を
し
て
い
る
労
働
者
中
の
罷
業
中
止
派
か
ら
情
報
が
届
い

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
翌
二
十
九
目
に
は
小
石
川
労
働
会
は
二
つ
に
分
裂
し
、
新
た
に
十
条
会
を
組
織
し
、
こ
れ
が
罷
業
中
止
を
打
ち

出
せ
ば
、
小
石
川
労
働
会
も
ま
た
罷
業
の
無
条
件
中
止
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
石
光
憲
兵
司
令
官
と
し
て
は
、
二
十
九
日
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
焔
）

芳
川
小
石
川
労
働
会
会
長
以
下
労
働
会
幹
部
約
百
名
を
検
挙
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
警
視
庁
の
意
見
に
よ
り
三
十
日
に
延
び
た
と
い
う
。

憲
兵
隊
と
し
て
は
事
件
勃
発
の
当
初
か
ら
検
挙
す
る
意
饗
で
警
視
庁
と
も
交
渉
し
て
き
た
が
、
警
視
庁
は
こ
れ
を
好
ま
ず
八
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

ま
で
引
張
ら
れ
て
き
た
と
、
不
満
を
隠
さ
な
か
っ
た
。
八
月
三
十
日
、
労
働
者
側
が
文
字
通
り
軍
門
に
屈
伏
し
、
前
非
を
詫
び
る
と
い
う

結
果
が
出
た
後
に
、
憲
兵
隊
は
労
働
者
を
同
盟
罷
業
の
煽
動
者
乃
至
強
要
者
と
い
う
嫌
疑
の
下
に
憲
兵
隊
に
引
致
し
た
し
、
九
月
一
日
以

降
は
東
京
憲
兵
隊
は
陸
続
と
し
て
労
働
者
を
憲
兵
隊
へ
連
行
し
た
．
叙
上
の
如
く
、
陸
軍
省
が
治
安
警
察
法
第
十
七
条
に
関
す
る
犯
罪
な

2（、
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る
も
の
に
つ
い
て
「
送
達
」
を
出
し
た
の
は
「
九
月
一
日
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
憲
兵
隊
並
び
に
陸
軍
は
そ
れ
以
前
に
砲
兵
工
廠
の
同
盟

罷
業
に
は
関
係
し
て
い
た
．
つ
ま
り
中
央
か
ら
の
指
令
よ
り
も
、
現
場
の
行
動
の
方
が
先
行
し
て
い
た
．
も
っ
と
も
、
東
京
砲
兵
工
廠
は

陸
軍
直
轄
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
お
け
る
同
盟
罷
業
は
常
人
を
取
締
る
治
安
警
察
法
第
十
七
条
と
は
全
く
次
元
を
異
に
し
、
軍
の
規
律
を

乱
す
も
の
と
し
て
、
憲
兵
隊
が
出
動
、
干
渉
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
．
か
か
る
解
釈
の
上
で
、
九
月
一
日
以
降
、
常

人
を
取
締
る
治
安
警
察
法
第
十
七
条
適
用
と
い
う
送
達
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
陸
軍
次
官
の
送
達
以
前
に
、

治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
適
用
と
等
し
い
こ
と
が
、
憲
兵
隊
に
よ
り
実
行
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
．

　
内
務
省
は
同
盟
罷
業
取
締
り
に
関
し
て
は
、
原
内
閣
成
立
以
来
消
極
的
で
あ
り
、
東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
以
上
述
べ
て
き
た
通
り
、
同
盟
罷
業
が
頻
発
す
る
中
に
お
い
て
海
軍
、
司
法
省
の
積
極
論
の
圧
力
も
間
接
的
に
は
あ
り
、

よ
り
直
接
的
に
は
東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
が
日
を
追
っ
て
激
化
す
る
中
で
、
消
極
論
が
変
化
し
だ
し
た
。
す
な
わ
ち
、
八
月
二
十
八

日
、
岡
警
視
総
監
は
過
日
、
小
石
川
労
働
会
幹
部
と
岡
と
の
間
に
、
速
か
に
罷
業
を
止
め
就
業
す
る
と
い
う
約
束
が
あ
っ
た
が
、
労
働
者

側
は
そ
れ
に
違
反
し
て
一
層
罷
業
を
拡
大
し
て
い
る
と
非
難
し
、
静
穏
に
し
な
い
場
合
に
は
国
法
に
よ
り
処
分
さ
れ
る
と
労
働
者
を
諭
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

た
、
と
新
聞
は
伝
え
て
い
た
。
岡
は
ま
た
新
聞
記
者
に
対
し
、
労
働
会
幹
部
が
約
束
し
た
こ
と
を
反
故
に
す
る
の
は
外
部
に
煽
動
者
が
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

る
た
め
と
思
わ
れ
る
と
し
た
上
で
、
彼
等
が
騒
擾
を
継
続
す
る
な
ら
ば
法
に
よ
り
取
締
る
よ
り
外
に
途
が
な
い
、
と
語
っ
た
と
も
い
う
。

こ
の
岡
の
労
働
者
が
静
穏
に
し
な
い
場
合
に
は
国
法
に
よ
り
処
分
す
る
と
か
、
騒
動
を
継
続
す
る
な
ら
ば
法
に
よ
り
取
締
る
と
述
べ
て
い

る
点
が
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ま
ず
第
一
に
、
こ
れ
ら
の
発
言
は
、
同
盟
罷
業
そ
の
も
の
を
取
締
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
一
工
場
の
外
部
か
ら
同
盟
罷
業
を
煽
動
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
煽
動
者
を
処
罰
す
る
と
は
し
て
い
た
が
、
煽
動
さ

れ
た
者
、
あ
る
い
は
一
工
場
内
に
お
い
て
互
い
に
協
り
合
っ
て
同
盟
罷
業
を
し
た
者
を
処
罰
す
る
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、

こ
こ
に
お
け
る
岡
の
発
言
に
よ
れ
ば
同
盟
罷
業
を
す
る
者
自
体
が
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
．
す
な
わ
ち
、
外
部
か
ら
の
誘
惑
煽

動
に
応
じ
た
者
も
、
一
工
場
内
に
お
い
て
自
主
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
同
盟
罷
業
に
も
処
罰
の
対
象
は
拡
大
さ
れ
そ
う
で
あ
る
．
治
安
警
察
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法
第
十
七
条
の
解
釈
が
従
来
の
解
釈
よ
り
拡
大
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
岡
警
視
総
監
は
こ
こ
に
初
め
て
同
盟
罷
業
を
国
法
に
よ

り
「
処
分
」
す
る
と
か
、
法
に
よ
り
「
取
締
る
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
．
従
来
、
岡
は
床
次
内
相
の
下
僚
と
し
て
同
盟
罷
業
は
世
界

の
趨
勢
、
日
本
に
お
い
て
も
避
け
得
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
な
立
場
に
立
ち
、
「
干
渉
し
な
い
方
針
」
と
か
「
結
構
』
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

も
の
と
す
ら
述
べ
て
き
た
。
処
分
だ
の
取
締
る
だ
の
と
い
う
言
葉
は
使
用
し
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
が
処
分
ま
た
は
取
締
る
と
変

化
し
た
。
岡
も
内
務
省
も
変
化
し
た
。

　
八
月
二
十
九
日
、
川
村
警
保
局
長
は
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
で
は
外
部
か
ら
煽
動
誘
惑
し
て
い
る
者
が
い
る
が
、
そ
の
事
実
明
白
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

る
時
は
断
乎
た
る
処
置
に
出
る
方
針
で
あ
る
、
と
い
う
談
話
を
発
表
し
た
。
川
村
警
保
局
長
も
ま
た
同
盟
罷
業
を
断
乎
処
置
す
る
と
い
う

厳
し
い
文
言
を
用
い
た
こ
と
は
初
め
て
で
あ
る
。
翌
三
十
日
正
午
過
ぎ
に
な
る
と
川
村
警
保
局
長
は
、
岡
と
労
働
者
側
代
表
と
の
会
見
の

結
果
、
三
十
日
に
は
全
員
就
業
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
整
器
部
の
労
働
者
は
全
員
罷
工
と
い
う
状
態
に
陥
っ
た
、
こ
れ
は
悪
質
な
煽
動

者
の
暗
躍
に
よ
る
も
の
で
あ
る
．
「
依
っ
て
此
際
治
安
警
察
法
第
十
七
条
を
適
用
し
て
悪
性
の
誘
惑
煽
動
者
を
検
挙
す
る
こ
と
は
国
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

事
業
を
擁
護
す
る
上
に
於
て
緊
要
」
と
語
っ
た
．
こ
れ
を
伝
え
る
新
聞
は
「
第
十
七
条
を
適
用
」
と
い
う
見
出
し
を
つ
け
た
。
そ
の
後
、

二
時
間
も
経
た
ぬ
う
ち
に
警
視
庁
係
官
は
憲
兵
と
共
に
砲
兵
工
廠
に
出
張
し
、
同
盟
罷
業
煽
動
者
乃
至
強
要
者
と
当
局
が
考
え
た
者
を
取

　
　
（
2
3
）

調
べ
た
。
そ
れ
以
後
、
警
視
庁
は
憲
兵
隊
．
司
法
省
と
協
力
し
、
労
働
運
動
の
活
動
家
を
次
つ
ぎ
と
収
監
し
た
。
原
首
相
は
罷
業
中
脅
迫

又
は
傷
害
せ
し
者
に
対
す
る
処
分
に
つ
ぎ
、
憲
兵
司
令
官
の
要
請
を
受
け
た
司
法
次
官
の
申
出
に
対
し
、
「
可
成
暴
行
脅
迫
又
は
傷
害
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
2
4
）

し
不
得
己
者
の
み
の
処
分
に
止
め
反
感
を
起
し
て
再
び
罷
業
す
る
が
如
ぎ
事
な
ぎ
様
考
慮
す
べ
し
」
と
い
う
指
示
を
し
た
。
し
か
し
、
原

首
相
が
処
分
に
よ
り
労
働
者
に
反
感
を
起
さ
し
め
ぬ
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
指
示
を
あ
た
え
た
翌
九
月
七
日
、
政
府
は
治
安
警
察
法
第
十
七

条
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
次
の
よ
う
な
方
針
を
発
表
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
近
頻
発

す
る
同
盟
罷
業
は
、
①
安
寧
秩
序
を
妨
害
し
、
②
軍
事
、
公
益
上
由
由
敷
問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
③
民
間
企
業
の
同
盟
罷
業
も
ま
た

国
家
に
大
損
失
を
与
え
る
、
よ
っ
て
微
温
的
取
締
方
針
を
放
棄
し
、
仮
借
な
く
検
挙
し
．
厳
罰
に
処
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
同
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盟
罷
業
は
官
民
い
ず
れ
の
事
業
に
お
け
る
も
の
で
あ
れ
、
同
盟
罷
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
国
家
へ
大
損
失
を
与
え
、
安
寧
秩
序

を
妨
害
す
る
か
ら
厳
に
取
締
る
と
さ
れ
た
。
加
う
る
に
、
従
来
は
工
場
の
外
部
か
ら
の
誘
惑
、
煽
動
、
脅
迫
に
よ
り
同
盟
罷
業
を
そ
そ
の

か
す
者
は
罰
す
る
が
、
内
部
に
お
い
て
起
き
た
同
盟
罷
業
は
処
罰
し
な
い
と
し
て
き
た
が
、
九
月
十
日
に
は
司
法
省
刑
事
局
長
は
「
今
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

は
内
外
を
問
は
ず
犯
罪
行
為
は
凡
て
起
訴
」
と
明
言
し
た
。
し
か
も
、
か
か
る
新
方
針
は
「
今
後
」
起
き
る
同
盟
罷
業
か
ら
適
用
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
新
方
針
が
決
ま
る
前
に
発
生
し
た
東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
に
遡
り
、
「
今
後
」
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

実
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
に
た
い
し
て
は
、
こ
の
新
方
針
が
定
ま
る
以
前
に
、
既
に
従
来
の
方
針
か
ら
は

治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
適
用
は
あ
り
得
な
い
筈
の
ケ
ー
ス
に
た
い
し
て
も
、
新
方
針
が
適
用
さ
れ
た
と
同
様
の
処
置
が
と
ら
れ
、
引
致
、

収
監
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
新
方
針
が
定
ま
る
以
前
以
後
を
通
じ
て
、
東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
に
よ
り

　
　
　
　
（
2
6
）

合
計
二
二
名
が
収
監
さ
れ
た
。

治安警察法第17条適用の背景と底流

（
1
）
　
小
橋
内
務
次
官
よ
り
山
梨
陸
軍
次
官
宛
の
全
く
同
文
の
文
書
が
『
陸
軍
省
　
密
大
日
記
』
中
に
二
通
あ
る
。
一
通
は
草
書
体
文
書
で
あ
り
、
他

　
の
一
通
は
楷
書
体
文
書
で
あ
る
．
草
書
体
文
書
は
全
く
の
白
紙
に
書
か
れ
、
「
小
橋
内
務
次
官
」
の
下
に
は
「
内
務
次
官
之
印
」
（
二
字
づ
つ
三
行
で

正
方
形
）
の
印
が
押
さ
れ
、
文
書
の
欄
外
上
健
竺
匿
馬
一
階
重
一
軍
局
國
㊥
．
扇
課
長
⑳
、
圏
幽
㊥
、
圓
局
圓

㊥
等
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
多
分
、
こ
れ
が
小
橋
内
務
次
官
か
ら
山
梨
陸
軍
次
官
へ
通
報
さ
れ
て
き
た
原
文
で
あ
ろ
う
、
楷
書
体
文
書
は
例

　
の
「
陸
軍
」
の
用
紙
に
書
か
れ
て
お
り
、
文
書
に
印
は
皆
無
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
原
文
が
陸
軍
に
お
い
て
写
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
．

（
2
）
　
小
橋
内
務
次
官
発
信
の
「
治
安
聾
．
口
察
法
第
十
七
条
ノ
適
用
二
関
ス
ル
依
命
通
牒
」
が
『
陸
軍
省
　
密
大
日
記
』
中
に
三
通
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
一
通
は
本
文
に
掲
げ
た
も
の
で
草
書
体
文
書
で
あ
る
．
こ
れ
は
本
文
中
で
述
べ
た
ご
と
く
小
橋
内
務
次
官
よ
り
山
梨
陸
軍
次
官
宛
の
通
報
原
文
と
し

　
た
草
書
体
文
書
と
同
一
人
の
筆
跡
で
あ
る
．
右
の
通
牒
を
こ
こ
で
通
牒
「
A
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
に
は
宛
名
が
な
く
、
従
っ
て
庁
府
県
長

官
宛
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
即
断
し
難
い
。
他
の
二
通
は
い
ず
れ
も
楷
書
体
文
書
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
一
通
は
小
橋
内
務
次
官
よ
り
山
梨
陸
軍

次
官
へ
の
楷
書
体
通
報
文
書
と
同
一
の
筆
跡
で
あ
り
、
「
陸
軍
」
の
用
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
．
こ
れ
を
通
牒
「
B
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
．
残
る

　
一
通
は
楷
書
体
文
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
通
牒
「
B
」
の
筆
跡
と
は
ま
た
別
で
「
内
務
省
」
の
用
紙
に
毛
筆
で
丁
寧
に
書
か
れ
て
い
る
．
こ
れ
を
通

牒
「
C
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
．
A
、
B
、
C
の
通
牒
の
内
容
は
全
く
同
一
で
あ
る
が
、
形
式
及
び
書
式
、
使
用
文
字
に
お
い
て
僅
少
の
差
が
あ
る
。
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ま
ず
A
、
B
の
通
牒
に
は
宛
名
が
な
い
が
、
通
牒
「
C
」
に
は
「
庁
府
県
長
官
宛
」
と
い
う
宛
名
が
あ
る
．

「
各
地
方
長
官
」
へ
の
通
牒
で
あ
る
こ
と
が
確
定
さ
れ
る
．
以
下
僅
少
の
差
と
い
う
の
は
左
の
通
り
で
あ
る
．

こ
れ
に
よ
り
本
文
に
挙
げ
た
文
書
が

24

／
一
一

通
　
牒
　
番
　
号

発
信
年
月
日

宛

名

通
　
　
牒
　
　
名

A

内
務
省
秘
第
二
一
五
六
号

大
正
八
年
八
月
二
十
五
目

無

し

適
用
二
関
ス
ル
件

依
命
通
牒

適
用
二
付
テ
ハ

部
　
外
　
者

御
了
知
ノ
コ
ト
ト

B

内
務
省
秘
第
一
二
五
六
号

大
正
八
年
八
月
二
十
五
日

無

し

適
用
二
関
ス
ル
件

依
命
通
牒

適
用
二
付
テ
ハ

部
　
外
　
者

御
了
知
ノ
コ
ト
・

C

無

し

無

し

庁
府
県
長
官
宛

適
用
二
関
ス
ル

依
命
通
牒

適
用
二
就
テ
ハ

局
　
外
　
者

御
了
知
ノ
コ
ト
ト

な
お
通
牒
・
c
」
堤
右
端
上
方
欄
外
に
（
未
施
行
案
）
と
赤
字
（
括
誓
赤
）
で
記
入
嚢
上
方
欄
塾
圃
一
團
及
び
閲
の
印
と
禁

　
あ
る
が
、
通
牒
「
A
」
及
び
「
B
」
に
は
こ
れ
の
印
等
は
な
い
。
ま
た
通
牒
「
C
」
冒
頭
に
第
四
二
二
号
其
一
号
と
二
重
の
印
が
押
さ
れ
、
そ

　
の
上
に
不
明
瞭
な
】
文
字
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
「
四
二
二
」
及
び
「
ご
は
書
き
込
み
の
黒
い
墨
字
で
あ
る
が
、
印
の
枠
組
も
第
、
号
其
、
号

　
は
い
ず
れ
も
赤
で
あ
る
。
な
お
こ
の
印
は
第
四
二
二
号
其
一
と
い
う
印
を
押
し
た
白
い
紙
を
原
紙
に
は
り
つ
け
た
も
の
で
、
そ
の
下
に
他
所
に
あ

　
る
印
か
ら
の
判
読
で
あ
る
が
難
軍
灘
密
受
　
　
号
と
い
う
赤
印
が
押
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
3
）
　
註
（
2
）
に
よ
り
「
内
務
省
秘
第
二
一
五
六
号
」
が
、
内
務
次
官
よ
り
各
地
方
長
官
宛
の
通
牒
で
あ
る
こ
と
を
確
定
し
た
。

（
4
）
　
そ
の
内
容
は
前
節
で
取
り
挙
げ
た
司
法
省
刑
事
局
長
よ
り
内
務
省
警
保
局
長
へ
の
司
法
省
刑
事
局
秘
第
四
七
号
と
同
一
で
あ
る
．

（
5
）
　
そ
の
内
容
は
前
節
で
取
り
挙
げ
た
司
法
省
刑
事
局
長
よ
り
検
事
正
へ
の
胴
紘
儲
秘
第
四
七
号
と
同
一
で
あ
る
．

（
6
）
　
そ
の
内
容
は
前
節
で
取
り
挙
げ
た
海
軍
次
官
よ
り
内
務
次
官
へ
の
照
会
文
官
房
機
密
第
一
一
一
一
号
と
同
一
で
あ
る
。



治安警察法第17条適用の背景と底流

（
7
）
　
「
労
働
組
合
と
罷
工
／
煽
動
者
処
罰
方
針
／
（
川
村
警
保
局
長
）
」
（
『
時
事
新
報
』
大
正
八
年
八
月
三
十
日
）
。

（
8
）
　
「
岡
総
監
手
を
引
く
／
更
に
幹
部
を
招
い
て
／
遂
に
処
罰
上
の
警
告
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
八
年
八
月
二
十
九
日
）
．

（
9
）
　
「
陸
軍
当
局
の
／
高
圧
手
段
／
例
の
十
七
条
を
／
適
用
す
る
方
針
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
八
年
八
月
二
十
九
日
）
．

（
10
）
　
憲
兵
司
令
官
へ
も
通
報
さ
れ
た
こ
と
は
陸
軍
次
官
よ
り
各
師
団
参
謀
長
ほ
か
憲
兵
司
令
官
ま
で
陸
軍
省
管
下
の
指
導
部
に
「
内
務
省
秘
第
二
一

　
五
六
号
」
が
通
報
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
．

（
1
1
）
　
原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記
　
5
』
（
福
村
出
版
株
式
会
社
　
一
九
八
一
年
九
月
十
日
）
二
二
五
頁
．

（
⑫
）
（
B
）
い
ず
量
印
墓
る
歪
の
印
の
う
ち
二
五
〇
は
書
き
込
み
で
あ
る
．
吾
亘
の
下
に
馳
の
印
鑑
が
押
し
て
あ
る
．

（
過
）
　
「
陸
軍
当
局
の
／
高
圧
手
段
／
例
の
十
七
条
を
／
適
用
す
る
方
針
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
八
年
八
月
二
十
九
日
）
及
ぴ
前
掲
拙
稿
「
東
京

　
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
と
治
安
警
察
法
第
十
七
条
」
．

（
1
5
）
前
掲
『
原
敬
日
記
　
5
』
二
二
五
頁
中
の
大
正
八
年
八
月
二
十
九
日
の
日
記
．

（
16
）
　
「
憲
兵
隊
と
警
視
庁
／
意
見
の
衝
突
／
砲
兵
工
廠
罷
業
問
題
に
て
／
憲
兵
司
令
官
、
昨
日
警
視
庁
を
／
訪
ひ
本
問
主
事
と
凝
議
す
／
／
労
働
会
に

検
挙
の
手
」
（
『
東
京
日
日
新
聞
』
大
正
八
年
八
月
三
十
日
）
及
び
前
掲
拙
稿
「
東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
と
治
安
警
察
法
第
十
七
条
」
．

（
1
7
）
　
「
石
光
憲
兵
司
令
官
／
大
決
心
を
語
る
／
警
視
庁
は
検
挙
尚
早
の
意
見
」
（
右
同
紙
）
．

（
18
）
　
「
岡
総
監
手
を
引
く
／
“
『
事
態
甚
だ
悪
化
し
て
来
た
』
／
と
委
員
と
会
見
後
の
総
監
語
る
」
（
『
時
事
新
報
』
大
正
八
年
八
月
二
十
九
日
）
及
び

　
前
掲
拙
稿
「
東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
と
治
安
警
察
法
第
十
七
条
」
．

（
19
）
　
「
岡
総
監
／
絶
縁
す
／
職
工
側
誠
意
な
し
／
こ
の
上
は
法
の
力
」
（
『
東
京
日
日
新
聞
』
大
正
八
年
八
月
二
十
日
）
．

（
2
0
）
拙
稿
「
衝
撃
と
反
応
－
治
安
警
察
法
第
十
七
条
を
め
ぐ
り
ー
」
（
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
編
『
教
養
論
叢
』
第
87
号
　
一
九
九
一
年

　
三
月
）
。

パ　　　パ　　　パ　　パ　　　ハ

25　24　23　22　21
）　　　）　　　）　　　）　　　）

「
労
働
組
合
と
罷
工
／
煽
動
者
処
罰
方
針
／
（
川
村
警
保
局
長
談
）
」
「
『
時
事
新
報
』
大
正
八
年
八
月
三
十
日
）
．

「
警
保
局
長
／
は
曰
く
／
第
十
七
条
を
適
用
」
（
『
東
京
日
日
新
聞
』
大
正
八
年
八
月
三
十
一
日
）
．

註
（
14
）
と
同
じ
。

前
掲
『
原
敬
日
記
　
5
』
ニ
ニ
八
頁
中
の
大
正
八
年
九
月
五
日
の
日
記
．

「
十
七
条
適
用
の
実
例
／
豊
島
司
法
省
刑
事
局
長
の
談
」
（
『
東
京
日
日
新
聞
』
大
正
八
年
九
月
十
日
及
び
前
掲
拙
稿
「
東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟

罷
業
と
治
安
警
察
法
第
十
七
条
」
。

（
2
6
）
　
右
同
拙
稿
．
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四
、
結

語

　
大
正
八
年
八
月
下
旬
頃
ま
で
、
原
内
閣
は
頻
発
す
る
同
盟
罷
業
に
た
い
し
、
治
安
警
察
法
第
十
七
条
を
適
用
す
る
こ
と
は
稀
有
で
あ
っ

た
。
同
盟
罷
業
を
外
か
ら
誘
惑
、
煽
動
、
脅
迫
す
る
こ
と
に
よ
り
発
生
さ
せ
た
場
合
の
み
、
誘
惑
、
煽
動
、
脅
迫
し
た
者
を
罰
す
る
が
、

一
工
場
内
に
お
け
る
自
発
的
な
同
盟
罷
業
は
当
該
条
項
の
対
象
に
し
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
り
適
用
に
踏
み
切
る
こ
と
は
稀
有
で
あ
っ
た
。

頻
発
し
た
同
盟
罷
業
が
事
実
一
工
場
内
か
ら
自
発
的
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
外
部
か
ら
の
働
き
か
け
が
無
か
っ
た
か
ど
う
か
不
明
で

あ
る
が
、
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
適
用
が
稀
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
る
に
東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
に
た
い
し
て
は
、

こ
の
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
に
た
い
し
憲
兵
隊
と
警
察
は
同
行
要
請
、
引
致
、
収
監
を
お
こ
な
い
、
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
適
用
が
復
活
し

た
。
死
ん
だ
法
律
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
た
治
安
警
察
法
第
十
七
条
は
次
の
よ
う
な
経
過
に
よ
り
復
活
し
た
こ
と
を
検
証
し
た
。

　
第
一
段
階
と
し
て
海
軍
省
、
つ
い
で
司
法
省
が
相
次
い
で
内
部
に
お
け
る
誘
惑
煽
動
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
公
然
た
る
方
法
で
お
こ
な
わ

れ
た
り
、
同
盟
罷
業
が
公
安
を
害
す
る
時
に
は
取
締
の
対
象
に
す
る
と
し
た
。
海
軍
省
は
罷
業
に
至
ら
ざ
る
場
合
で
も
事
情
に
因
り
検
挙

の
対
象
と
す
る
と
し
た
。
い
ず
れ
も
内
務
省
の
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
適
用
範
囲
解
釈
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
二
段
階
で
は
、
内
務
省
が
中
心
に
な
り
、
海
軍
、
司
法
．
内
務
、
陸
軍
の
各
省
間
に
お
け
る
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
適
用
の
差
を

擦
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
内
務
省
に
よ
る
擦
り
合
わ
せ
の
結
果
が
次
に
出
る
．

　
第
三
段
階
と
し
て
、
東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
後
は
、
誘
惑
煽
動
が
公
然
た
る
方
法
、
公
安
を
害
す
る
時
と
い
う
枠
も
必
要
な
く
な

り
、
同
盟
罷
業
は
お
し
な
べ
て
起
訴
す
る
、
と
な
っ
た
。
抜
か
ぬ
太
刀
と
称
さ
れ
も
し
た
当
該
条
項
が
、
同
盟
罷
業
に
触
れ
れ
ば
忽
ち
こ

れ
を
斬
る
鋭
利
な
刀
と
し
て
蘇
生
し
た
。
な
お
そ
の
上
に
、
同
盟
罷
業
を
行
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
適
用
は
な
い

と
い
う
状
況
下
に
お
い
て
行
わ
れ
た
東
京
砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
に
た
い
し
、
同
盟
罷
業
は
お
し
な
べ
て
こ
れ
を
起
訴
す
る
と
す
る
新
方

針
が
適
用
さ
れ
た
。

26



治安警察法第17条適用の背景と底流

　
以
上
が
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
原
内
閣
は
第
一
回
国
際
労
働
会
議
に
出
席
し
た
日
本
政
府
代
表
の
鎌
田

栄
吉
に
た
い
し
、
治
安
警
察
法
第
十
七
条
は
日
本
の
特
殊
事
情
に
よ
り
な
お
こ
れ
が
存
置
を
必
要
と
す
る
と
い
う
理
由
に
よ
り
説
明
す
べ

　
　
　
　
　
（
1
）

し
と
指
示
し
た
。
日
本
の
特
殊
事
情
な
る
も
の
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
は
明
か
で
な
い
が
、
そ
の
頃
、
某
司
法
官
談
と
し
て
新
聞
に

紹
介
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
原
の
日
本
の
特
殊
事
情
説
を
考
え
る
上
に
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
．
某
司
法
官
は
、
次
の
よ
う
に
日
本
の
特

殊
事
情
を
説
明
し
た
．
す
な
わ
ち
、
治
安
警
察
法
第
十
七
条
中
、
誘
惑
煽
動
す
る
こ
と
を
得
ず
と
い
う
規
定
は
労
働
者
の
団
結
権
を
阻
止

し
、
労
働
者
の
利
益
の
向
上
発
展
を
無
視
す
る
と
い
う
が
、
こ
の
規
定
を
廃
止
し
た
な
ら
ば
日
本
民
族
は
そ
の
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
日
本
人
の
国
民
性
は
欧
米
人
の
ご
と
く
秩
序
節
制
無
く
、
「
弊
所
標
桿
に
し
て
軽
率
な
る
殊
に
群
衆
心
理

脱
線
的
径
路
を
取
り
結
局
目
的
を
忘
れ
て
狂
奔
し
単
に
暴
挙
の
為
暴
挙
を
為
し
果
て
放
火
強
奪
殺
人
の
極
犯
行
為
を
演
じ
て
渾
」
ら
な
い
、

さ
ら
に
今
日
下
級
労
働
者
中
に
は
「
刑
余
の
無
頼
者
等
其
の
数
少
な
か
ら
ず
」
、
し
か
る
に
何
等
考
慮
す
る
と
こ
ろ
な
く
治
安
警
察
法
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
2
）

十
七
条
を
撤
廃
す
る
こ
と
は
日
本
の
「
家
運
擁
護
の
完
全
を
期
」
し
難
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
原
首
相
は
某
司
法
官
談
の
如
く
日
本
の

国
民
と
労
働
者
を
劣
等
視
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
日
本
の
特
殊
事
情
と
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
．
し
か
し
、
当
時
の
日
本
の
為
政

者
の
中
に
は
、
か
く
の
如
き
点
に
日
本
の
特
殊
事
情
を
説
明
す
る
理
由
と
し
て
い
た
者
も
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
．
原
首
相
に
お
い
て

明
白
で
あ
る
こ
と
は
、
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
廃
止
は
全
く
考
慮
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
東
京
砲
兵
廠
の
同
盟
罷
業
を
通
じ
て
従
来
の

内
務
省
の
適
用
範
囲
よ
り
拡
大
さ
れ
て
適
用
さ
れ
、
同
盟
罷
業
を
す
る
労
働
者
に
厳
酷
に
な
っ
て
も
、
別
段
異
存
を
挟
む
の
で
も
な
か
っ

た
．
原
は
治
安
警
察
法
第
十
七
条
は
「
労
働
者
並
に
資
本
家
を
保
護
す
る
法
律
に
付
之
を
廃
止
す
る
必
要
な
し
」
と
い
う
論
法
に
よ
り
切

り
抜
け
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
本
音
は
こ
れ
を
廃
止
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
関
連
国
内
法
と
の
整
合
上
、
ま
た
議
会
に
お
い
て
こ
れ
を
廃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

止
に
持
ち
込
む
こ
と
は
当
時
至
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
．

　
こ
の
年
（
大
正
八
年
）
の
初
め
、
床
次
内
相
を
中
心
と
す
る
一
部
内
務
官
僚
が
治
安
警
察
法
第
十
七
条
廃
止
を
決
め
か
か
っ
た
が
、
東
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

工
業
倶
楽
部
の
首
脳
部
を
先
頭
に
政
財
官
界
の
反
撃
に
あ
い
、
こ
の
案
は
押
し
潰
さ
れ
た
．
東
京
都
下
十
六
新
聞
社
の
同
盟
罷
業
、
東
京
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砲
兵
工
廠
の
同
盟
罷
業
は
強
烈
な
恐
威
を
為
政
者
層
に
あ
た
え
．
か
れ
ら
は
新
聞
社
の
同
盟
罷
業
を
転
機
に
逆
転
攻
勢
に
転
じ
た
．
原
敬

は
日
露
戦
争
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
る
過
程
で
成
長
し
て
き
た
新
興
産
業
の
担
い
手
た
ち
の
政
治
面
に
お
け
る
チ
ャ
ソ
ピ
ョ
ン
で
は

あ
る
が
、
同
時
期
に
拾
頭
し
て
き
た
無
産
労
働
者
層
の
代
表
で
は
な
い
．
原
は
そ
の
後
も
治
安
警
察
法
第
十
七
条
に
つ
い
て
廃
止
説
が
学

者
間
に
あ
る
と
い
う
が
、
そ
の
理
由
が
判
ら
ぬ
と
し
、
暴
行
、
脅
迫
、
煽
動
、
誘
惑
を
し
て
よ
い
と
い
う
国
は
な
い
、
同
法
は
労
働
者
の

み
で
な
く
資
本
家
に
も
適
用
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
労
働
者
の
み
を
苛
め
る
法
律
で
は
な
い
、
こ
れ
を
撤
廃
す
る
理
由
を
認
め
な
い
、
と

　
　
　
　
　
（
5
）

言
い
つ
づ
け
た
。
原
の
撤
廃
反
対
の
気
持
は
判
る
が
、
そ
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
無
理
が
あ
る
．
暴
行
、
脅
迫
、
煽
動
、
誘

惑
を
認
め
る
国
は
無
い
の
は
当
然
と
し
て
も
、
そ
れ
は
治
安
警
察
法
第
十
七
条
に
ょ
り
取
締
る
必
要
は
な
い
。
刑
法
の
範
囲
で
十
分
処
理

で
き
る
問
題
で
あ
る
．
い
ず
れ
に
せ
よ
、
東
京
砲
兵
工
廠
同
盟
罷
業
に
よ
り
、
死
せ
る
治
安
警
察
法
第
十
七
条
が
完
全
に
復
活
し
た
。
一

時
は
、
当
該
条
項
の
撤
廃
す
ら
審
議
し
て
い
た
床
次
内
相
も
十
月
末
に
は
同
盟
罷
業
は
誘
惑
煽
動
が
行
わ
れ
易
い
か
ら
第
十
七
条
は
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

暫
く
こ
れ
を
存
置
す
る
要
あ
り
と
し
た
。
床
次
内
相
は
原
首
相
の
信
望
厚
き
大
臣
と
し
て
、
い
ま
や
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
存
置
論
者

に
転
身
し
た
。
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（
1
）
　
「
帝
国
の
労
働
対
策
／
治
安
警
察
法
第
十
七
条
存
置
の
理
由
」
（
『
東
京
日
日
新
聞
』
大
正
八
年
十
月
十
一
日
）
。

（
2
）
　
「
十
七
条
の
存
続
／
某
司
法
官
談
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
八
年
十
月
二
十
日
）
。
前
掲
『
日
本
労
働
年
鑑
　
大
正
9
年
版
』
八
七
二
頁
に
こ

　
の
某
司
法
官
談
を
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
「
1
0
・
1
5
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
．

（
3
）
　
前
掲
『
原
敬
目
記
　
5
』
一
六
九
頁
．
大
正
八
年
十
一
月
一
日
の
日
記
参
照
．

（
4
）
　
拙
稿
「
労
働
者
と
知
識
人
－
治
安
警
察
法
第
十
七
条
を
め
ぐ
り
ー
」
（
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
編
『
法
学
研
究
』
第
6
3
巻
第
1
2
号
平

　
成
2
年
12
月
）
。

（
5
）
　
大
正
八
年
十
一
月
十
三
日
、
西
下
し
た
原
が
大
阪
毎
日
新
聞
記
者
に
語
っ
た
車
中
談
で
前
掲
『
日
本
労
働
年
鑑
　
大
正
9
年
版
』
八
八
一
－
二

　
頁
。

（
6
）
　
「
労
働
組
合
方
針
／
床
次
内
相
説
明
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
八
年
十
月
二
十
六
日
）
．


